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医師の心得
１．私たちは、皆さまの
健康状態をよくお聞きします。

２．私たちは、皆さまに
最善の医療を提供できるよう心がけます。

３．私たちは、皆さまに
医療内容をよく説明し、一緒に医療を行います。

４．私たちは、皆さまの
「知る権利」･「知りたくない権利」を大切にします。

５．私たちは、皆さまの
健康維持と医療の質の向上に尽くします。

社団法人 宮崎県医師会

〔表紙作品〕

若山牧水のうた

牧水生誕125年を迎えた今年に，日州医事の表紙に

載せていただき意義あることと，光栄に思っており

ます。

山々を連想するような紙に出会えた時，この牧水

の自然の歌がとてもマッチしているように感じました。

これからも短歌，俳句を通して書を楽しみたいと

考えています。

宮崎市 弓
ゆ

削
げ

三
み

重
え

子
こ

（平成14年３月12日制定）
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会長のページ

今回の新型インフルエンザの流行を顧みて

稲
いな

倉
くら

正
まさ

孝
たか

W H O の D r.Lee（李鐘郁）は2004年に，H５N１亜型鳥イ
ンフルエンザの発生と人への感染を受けて，「新型インフル
エンザのパンデミックは明日にでも起こり得る」と発表。H
５N１インフルエンザは強毒のウイルスで，感染した鳥は100％
死亡し，偶発的に感染した人も高率（60％以上）に死亡して
いる。このウイルスが突然変異をきたして，人から人に感
染する新型インフルエンザにつながっていくのではないか
との恐怖が広がった。
H５N１鳥インフルエンザのパンデミックの脅威の中，平
成21年４月23日に米疾患管理センター（CD C）が米国内にお
いて豚由来 H１N１A 型インフルエンザウイルスの人への感

染事例を報告。４月24日には W H O がメキシコ，米国におけるインフルエンザ様疾
患の発生状況を公表している。更に，４月28日に新型インフルエンザの警戒レベル
をフェーズ４，４月30日にフェーズ５，６月12日に最高度のフェーズ６に引き上げ
ている。第１例報告後約50日でパンデミック化している。
わが国では，４月28日に W H O のフェーズ４宣言を受けて，舛添厚労相が感染症
法に基づく「新型インフルエンザ等感染症」の発生を宣言し，政府は「新型インフルエ
ンザ対策本部」を設置，「基本対処方針」を策定した。本県でも「宮崎県新型インフル
エンザ対策行動計画」を策定し，発生段階に応じた総合的な対策を推進した。
今回の新型インフルエンザに対する国・県の行動計画は，強毒型の鳥インフルエ
ンザに対する脅威が念頭にあったと思われる。新型インフルエンザ（H１N１）は豚由
来のＡ型で，ほとんど全ての人が免疫を有していない。感染力は強力であったが幸
いにして強毒性でなく，感染してもほとんどの人が軽症で治癒するものの，妊婦，
糖尿病，腎機能障害，慢性心疾患，慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を有する人は重
症化する可能性があることが分かった。潜伏期および症状の軽い症例が多いこと等
より検疫システムは有効に作用しないことも分かった。また，蔓延防止は困難であ
るが，短期間に集中する集団発症の防止，重症者に対する対策が重要であることが
分かった。これらのことより疾患の重症度（ウイルスの毒力および感染力等）に応じ
た行動計画が求められる。発熱外来の妥当性，一般の医療機関での時間を限っての
診療等検討する必要がある。ワクチン接種に関しても問題が多かった。行政指導で
ワクチン接種対象者，人数まで決められ，挙句の果ては多量のワクチンが残り，医
療機関にも返品できないワクチンが残り，多大な損失（金額にして全国で約30億円，
九州で約４億円）を被ろうとしている。強毒型インフルエンザ等の大流行が予想され
る場合には，公費による集団接種が国民の生命を救い，社会の混乱を防ぎ，経済的
にも安上がりになると考える。
この度の新型インフルエンザの流行は，行政・国民および医療関係者に様々な問
題を提起した。この経験を糧にして，いつか起きるかもしれない新型の強毒型イン
フルエンザの大流行に対する備えを官民一体となって充実させる必要がある。

（平成22年３月29日）
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バナナ下げて子等に帰りし日暮れかな

杉田 久女

２年半前の秋，グリーンセンターでピンクバ

ナナというのが目に留まった。熱帯性のものな

のに庭で冬を越せるのかと確かめるが，宮崎な

ら大丈夫だという。温室ではなく路地に熱帯植

物が植えられるというのに私は魅力を感じ，30

センチぐらいの苗を１本買って植えた。ところ

が，あまり肥らないまま冬に枯れた。春が来て

も芽が出ないので，やはり枯死したのかと残念

に思っていたら，夏になって４本の小さな株が

次々に現れた。その後の成長は早く，円筒形の

仮茎からバショウと同じ長楕円形の葉が次々に

上方へ伸びだす。２カ月で10枚ぐらいに増え，

長いものは１メートルぐらいになった。背丈は

２メートル余りに達した。この植物はもちろん

木ではないが，大きくて草とも思いがたい。葉

が四方に斜め上方ないし水平に伸びて独特の姿

形である。日本のバショウに比べるとぐっと小

さく，可愛さも感じられる。とは言っても４本

もの株はボリュームがあり，存在感もある。

９月末，葉本の中心に出た円柱状の仮茎の先

端に，ピンクの蕾と思われる毛筆状のものに気

づいた。濃い赤紫色は周りの緑の葉と強いコン

トラストをなして実に美しい。なぜか形も色も

ハマクリナムの花穂によく似ている。10センチ

ぐらいになっていたが，１週余り経って一番下

の花弁と思われたものが実は苞で，それが外に

剥けるように開いた。その下部の内側には４対

の小さな白っぽい花が並んで付いている。雌し

べの下部に細い子房が露出していて，花はやは

り生殖器だなと思わす。それが急速に膨らみ，

同時にピンクに変わってきた。言うまでもなく

果実である。10日ぐらいで早くもバナナの房を

想像させる形になる。苞は時計と反対方向に120

度ぐらい回った上に次々に開いてゆき，花を見

せる。１本の花茎に花が下から上に次々に咲い

ていくという植物は珍しいと思う。

果実は三稜状の紡錘形で，親指より一回り大

きい。普通のバナナに比べてぐっと矮小だが，

その色が名の通りピンクなのだ。初めは角張っ

ているが，肥大するうちに丸くなってくる。花

は４段目までは果実が出来るが，その上からは

花が咲くだけで，子房は成長せず枯れてしまう。

花は12月初め頃まで咲き，花茎の先端には５，

６センチの花穂が残るが，その色は褪せていく。

また，収穫しなかった果実も色が薄くなり，し

まいには茶色に変わり，縮んでしまう。

ところで，熟れた果実をもいで噛んでみると，

非常に堅く，また，皮はむけにくい。内部は白

ごまのような種がみっちり詰まっていて，果肉

は少ない。かじってみると非常に渋く，とても

生では食べられない。ピンクバナナには生食用

と料理用の２種類があると資料に載っていたか

ら，うちのは料理用だったのかと，やや失望し

た。縦に薄く切ると，粘っこい乳白色の汁がに

随 筆

庭のピンクバナナ

西都市 西都病院 友
とも
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じみ出てきた。油で揚げてみると，期待したよ

うに柔らかくなり，渋みはなくなるが無味に近

く，匂いもない。強いて探せばレンコンに似た

独特の感触で，あまり食指は動かない。それに

何か味付けしたらいいのかもしれないが，それ

より私は赤い花穂を観賞し，ピンクの果実を収

穫できただけで満足だった。

ピンクバナナはバショウ科・バショウ属の多

年生草木で，三尺バナナというのが正式の名称。

通常は鉢植えにするようだ。最低気温が５℃な

ので，冬は室内に取り込む。そうすれば常緑な

のだろうが，路地では冬に地上部はほとんど枯

れてしまう。また，果実は堅いから常温で追熟

させてから食べるのだという。普通のバナナと

同じだ。私もそんな風にやってみた。確かに柔

らかくなり，黄色っぽく変化して渋みも減るが，

甘みが出てこない。わが家のはやはり料理用だっ

たのだ。

この植物は繁殖力が旺盛で，大きい株（親株）

の根元近くから子株（吸芽）が秋まで次々に出る。

熱帯性だから季節がないのだろう。常緑といっ

ても一度結実した親株は枯れてしまうのだとい

う。庭のそれも冬になると実がなったものほど

早く枯れ，成長途中のものは枯れにくい。晩秋

に出た小さい子株には越冬するものもある。

子株を出るままに肥らせては大きく繁ってうっ

とうしくなるので，２年目は親株を３本残して，

子株はあまり大きくならないうちに根元近くで

切ることにした。ところが，２回，３回と切っ

ても仮茎が伸びてくる。そして葉や花穂を出し，

花も果実も付けるのには驚いた。ただ，切る度

に全体も各部分も小さくなってくるが，この仮

茎は動物で言えば胚細胞ではないかと思う。私

の買った苗は組織培養苗とあったから，バイオ

テクによって作ったものだろうが，それはどん

な植物でもできるのだろうか，私にはわからない。

ところで，普通のバナナはバショウ科で200種

以上あるといわれる。原産地はアジア熱帯地方

と考えられていたが，アフリカ説など諸説があ

るそうだ。東南アジアでは5,000年以上前から栽

培されていたという。栽培バナナは数種の交雑

や倍数変異が関係した，遺伝学上特殊な１群で，

長い歴史の産物であり，栽培植物の大傑作なの

だという。改良種では種子がないが，野性種に

は堅い種子を生ずるというから，庭に植えたピ

ンクバナナは黒い種子がいっぱい出来るので野

性種に近いと思われる。なお，バショウは中国

原産で，日本では果実が熟さないが，熱帯地方

では熟するのだそうだ。

日常的に見たり食べたりしているバナナ，そ

れが成る熱帯植物はバショウに似ているという

ぐらいしか知らなかった。その１種を庭で育て

られるというのは思いがけないことだった。す

ぐ近くに列植されているカイドウとは異質だが，

隣にある数本の竹とはそれほど違和感がない。

沖縄にもない（？）熱帯植物がわが家の和室から

眺められるというのは信じられない気がする。

やはり温暖化のせいもあるのだろうか。それは

ともかく，普通のバナナとは大きさや果実の色

などが違っていても，同様と思われる成長の過

程を観察できたのは興味深いことだった。
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かつては日本中の，津々浦々どの地方にも，

文化的指導者がいた。地域に生まれ育った多様

なリーダーたちがいた。その活動が，地域の文

化を豊かにした。

その人たちは，おもに青春時代に中央に遊学

し，そこで自由に文化的生活を楽しみ，書籍や

レコードを自由に購うことができる人たちで，

地方に帰り文化の伝達者となった。そのことに

自覚があり，責任感・使命感があったに違いない。

「ノブレス・オブリッジ（noblesse oblige）」と

いう言葉がある。高い地位にいるものは倫理的

責任が伴うとの意味である。総じて文化階級に

は使命感があった。

文化の担当者を地方医師も担っていた。何故

可能であったのであろうか。高等専門教育を受

けられるのは一部に限られていた時代で，医師

は中産階層出身が多かった。その人たちが中央

に遊学し，文化的刺激を受け，地元に戻った。

中央での文化活動から古里に帰っても創作活

動や文化活動の援助を続けるなど，郷土を愛し

そこでの活動で多くの業績をあげた。マス・メ

ディアの発達がなかったので，地方ではそれら

の文化的リーダーを必要とした。彼らが文芸・

美術・音楽・演劇などを保護し，世話をした。

そこからやがて芸術家が生まれた。

地方の素封家や篤志家の人たちの精神の核に

あるのは，人々と苦労を共有し，生活や文化の

向上を図ることであった。日々の生活と懸命に

闘う人々と共に生きるリーダーであった。彼ら

は名望家であった。「名望」とは，その人との交

際を通じて，人柄や実績に関する積極的な評価

である。地域共同体に密着した人の中から生ま

れる。

若山牧水は宮崎県が生んだ国民的歌人である。

生涯を旅と酒に親しみ，幾多の愛される短歌を

詠んだ。郷土を詠んだ作品が多く，我々宮崎県

民には親しみ深い。

牧水は祖父（健海），父（立造）と二代続いた医

家の出身である。牧水の祖父健海は埼玉県出身

であるが，長崎で医学を学び，坪谷（宮崎県東臼

杵郡東郷町）に26歳で移住，その地で開業した。

当時の日向で西洋医学に通じていたのは，極め

て珍しかった。長崎で学んだ種痘を宮崎県で初

めて，48名に実施した宮崎県医学の先覚者であっ

た。「種痘人名録」はその時の健海自筆の記録で

ある。父立造も大阪で医学を学び，郷里で開業

した医師である。

「父は祖父ほどの人ではなかったろうが，また

凡庸の徒ではなかった。熊本や大阪で修業して，

若くから医者となっていた，その道の技能は村

ばかりでなく，近郷の者を心服せしめるのに十

分であった」（牧水：父のこと）

この家としての文化的蓄積なくしては，国民

歌人牧水の誕生はなかったであろう。

随 筆

かつて地方の医師は文化の指導者であった

宮崎市 大西医院 大
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小川素風郎（本名・穣）は大正９年に九大を卒

業，西都市の妻病院に招聘され，以来その地を

離れることはなかった。大学時代から熱心に句

作に励み，「ホトトギス」へ投稿，巻頭を占めた

こともあった。

小川は，妻町定住後，毎月自宅で俳句会を開

催し，地元の俳句活動に力を注ぎ，宮崎新聞の

俳句欄の選者となった。戦時中も社会活動に力

を惜しまなかった。医師・文化人の名望家とし

て一生を送った。

私の周辺にも地域の文化的指導者であった医

師たちがいた。

杉田直は明治期に眼科医院を開業する傍ら，

県医師会長を務め，この時期に『宮崎県医師会五

十年史』を刊行した。俳人として句会を主催し，

この方面の業績も多い。中央の文化人との交流

があった。後を継いだ長男の正臣先生は地元の

文化活動の推進者となった。早世したが，次男

の瑛九は画家として活躍し，独特の抽象表現を

確立し，現在の美術にも影響を与え続けている。

尾上治也先生はクラシック音楽に造詣が深く，

地方の児童の交響楽団の推進者であり，音楽の

普及に努めた。

一昔前，戦前から戦後までは，それぞれの地

域で文化の推進者であり，支え手であった地方

医師は多かったのではないか。私の父も，読書

家であり，哲学，文学に理解が深かった。

そのような医師の層は明治期，せいぜい大正

初めに生を受けた世代でなくなってしまった。

名望政治家は消え去ろうとし，学生はインテ

リ予備軍どころか，本も読まない。学歴の意味

は薄れてきた。地域共同体の衰弱によって，地

方文化が空虚になりつつある。

文化的素養の家の背景がなければ，伝統も育

まれない。草むらの中にある日本人の生きる知

恵の力が低下している。国家をいかにつくるべ

きかは，草
そう

莽
もう

の民の力と家にある。文化的階層

を育てる必要がありはしないか。そのことはひ

いては国家・国民の再生に繋がるのではないか。

私は単純に昔が良かったと言っているのでは

ない。しかし，学生時代や青春時代にエリート

の気概，人生や学問，芸術を語る自由な時間と

環境が保障されるためには，ある程度の階層社

会，学歴社会抜きには語れない。知的エリート

という概念が崩壊し，地域の文化の喪失が大き

く，文化階層が総崩れになっている現状がよい

のかは疑問である。

文化的指導者を担う医師が少なくなったのは，

別の理由もあるであろう。医師の場合，受験に

勝ち抜かなければ医学部に進学できない。それ

からは膨大な知識の蓄積に耐えなければ国家試

験に受からない。それから先も同様である。教

養はなんの役にもたたず，なんの得にもならな

い。これが現実であろう。

昔の医家は風格があった。自尊の気構えがあっ

た。それに比べ現在の医師たちは，生活におい

ても精神においても余裕がない。時代の流れで

あろう。だとすれば，誰にも止められない。父

の世代の印象が残っている者からすれば，寂し

い限りである。

日 州 医 事 平成22年４月第728号 7



����������������������������������																														







� �

�
エ コ ー ・ リ レ ー

（416回）

（南から北へ北から南へ）

〔次回は，宮崎市の菊池 英維先生にお願いします〕 〔次回は，宮崎市の姫路 大輔先生にお願いします〕

独立自尊

清武町 清
きよ

山
やま

知
とも

憲
のり

春の日に思う

日向市 武富皮膚科医院 長
なが

嶺
みね

英
ひで

宏
ひろ

今は春。日脚が延びる中，

少し肌寒さを残す空気がどこ

か切なくて良い。巷では合格

発表で悲喜交々至り，これま

たこの季節の風物詩なり。

思えば，自分がやっとの思

いで医学部に合格したのがも

う四半世紀前。体育教師の夢

を絶ち，何故医師を目指したか？ 医学部入

学こそが学歴社会の一番の成功だと思っていた。

しかしそんなさもしいモチベーションで晴れの

大学生活が楽しいはずもなく，それでも何とか

卒業にたどりついた。入局は，苦悩の末，当時

学生から恐れられていた皮膚科に決めた。何よ

りも患者本位の熱い姿勢に打たれた。実際の現

場は覚悟の上とはいえ厳しかった。重傷熱傷患

者で帰宅できない日々，メラノーマやA TLで次々

失われる命�幾度も心を折られながら時は流れ，

今は縁あって個人院に勤務している。しかし，

大学や県病院のネームバリューを失い苦労させ

られる。何より皮膚科自体が軽視されているよ

うでならない。悪性腫瘍，膠原病，感染症，薬

疹�本物の皮膚科が果たすべき役割は広くて重

い。老若男女，眼・耳・鼻・口腔そして性器に

至るまで守備範囲も広い。時に重大な内臓疾患

が潜む。血液検査や生検は茶飯事，気が付けば

手術も年間400例近くに及ぶ。往診エリアは，美々

津，東郷，門川と拡大の一途�。正直，仕事が

楽しいと思ったことなどこの方ただの一度もな

い。それでも今の自分は強い使命感に燃えてい

る。皮膚科の矜持をかけて。

この地に来て５度目の春。何故医師を目指し

たか 今なら少しだけまともな答えが言えそう。

平成12年に宮崎西高を卒業
してちょうど10年。県外は東
京，沖縄，ニューヨーク，そ
して宮崎と渡り歩いてきた。
好きな言葉は「学問のすすめ」
第三編の次の言葉：「自ら物事
の理非を弁別して処置を誤る
事なき者は，他人の知恵に依
らざる独立なり。自ら心身を

労して私立の活計をなす者は，他人の財に依ら
ざる独立なり」。
10年ぶりに故郷に帰ると医師不足の危機は苛
烈さを極めていた。その背後で，自治体病院や
県は医師派遣を大学医局に頼り，また県は地域
医療立て直しの財源も国に頼っている（地域医療
再生臨時特例交付金）。宮崎県の地域医療自体，
長い間，他県の大学医局へ依存してきた歴史が
ある。しかし，もはやどの大学にも派遣する医
師はおらず，県内にわずかに留まる若手医師も
どことなく元気がない。
私自身，初めて医局という組織に所属し，集
団の居心地の良さを満喫している。しかし同時
に，研修医選抜試験，米国内科レジデンシーへ
のアプリケーション，フェローシップへのアプ
リケーションとキャリアパスを自力で切り開い
ていかなければならなかった頃の緊張感も失わ
れつつある。独立自尊という言葉を強く意識す
ることも無い。
ただ，医療の総体としてのアウトカムを想像
する時，宮崎県の実情に考えを巡らせると心胆
の寒くなる思いがする。医療を担う専門職とし
て，この事実に目を背けるような欺瞞的態度も
そう長くは続けられない。
この危機の実態，県内の研修体制の充実化，
知事による医師のトップリクルーティングを訴
えようと県知事への面会を申し入れさせて頂い
ているが，どうなることやら。
宮崎の地域医療が独立を獲得する日は来るの
だろうか。

宮崎大学医学部内
科学講座神経呼吸
内分泌代謝学分野
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告 知

第151回宮崎県医師会定例代議員会開催

と き 平成22年４月27日� 19：20～
ところ 宮崎県医師会館 ２階研修室

１．議長開会宣言
２．議事録署名人選出
３．物故会員に対する弔慰黙祷
４．県医師会長挨拶
５．役員紹介
６．報 告
１）４月１日�・２日�（日医）日医定例代議

員会・定例総会について
２）平成21年度会務報告について
３）その他
７．議 事
議案第１号 平成22年度宮崎県医師会事業計

画に関する件
議案第２号 平成22年度宮崎県医師会各会計

収入支出予算に関する件

①一般会計
②県・その他からの委託事業・補助事業
特別会計
③福祉特別会計
④会館管理特別会計
⑤サービス評価事業特別会計
⑥介護サービス調査機関特別会計
⑦治験促進センター機構特別会計

８．協 議
１）本会名誉会員の委嘱について
２）平成22年度日医社保指導者講習会復講等

の開催について
３）その他
９．議長閉会宣言

宮崎県医師連盟執行委員会開催

と き 平成22年４月27日� 18：30～
ところ 宮崎県医師会館 ２階研修室

１．開 会
２．委員長挨拶
３．報 告
１）平成21年度会務報告について
２）平成22年度日本医師連盟負担金賦課徴収
について

３）その他

４．議 事
議案第１号 宮崎県医師連盟会計監督者の委

嘱の承認に関する件
議案第２号 平成22年度宮崎県医師連盟収入

支出予算に関する件
議案第３号 平成22年度宮崎県医師連盟会費

賦課及び徴収方法に関する件
５．協 議
６．閉 会
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宮 崎 県 医 師 会 役 員 等 名 簿
任期 平成22年４月１日～平成24年３月31日

（但し，議長・副議長の任期は，平成22年２月１日～平成24年１月31日）

役 職 氏 名 〒 住 所 電話･ FA X 新任

会 長 稲 倉 正 孝 880-0951宮崎市大塚町馬場崎3554-2 098553-1411
FA X 53-1412

副 会 長 河 野 雅 行 880-0121 〃 大字島之内7309 098539-3313
FA X 39-3314

〃 富 田 雄 二 881-0012西都市小野崎２丁目35 098343-0178
FA X 41-1061

常任理事 立 元 祐 保 880-1303東諸県郡綾町大字南俣622-3 098577-0333
FA X 77-3669

〃 佐 藤 雄 一 880-0021宮崎市清水３丁目1-10 098522-4705
FA X 21-1636

〃 吉 田 建 世 889-0511延岡市松原町４丁目8850 098237-0126
FA X 37-0233

〃 大 塚 直 純 881-0016西都市御舟町２丁目45 098343-0016
FA X 43-3022

〃 濱 田 政 雄 880-0121宮崎市大字島之内7284 098539-0087
FA X 39-9112

〃 古 賀 和 美 880-0041 〃 池内町数太木1749-1 098539-8888
FA X 39-0067

〃 石 川 智 信 880-0033 〃 神宮西１丁目49-1 098532-2234
FA X 32-1795

〃 松 本 宏 一 889-1701 〃 田野町甲5814-6 098586-0566
FA X 86-5062

〃 荒 木 早 苗 889-1692 〃 清武町木原5200（宮崎大学医学部）098585-9057FA X 84-2549

理 事 a 橋 政 見 884-0002児湯郡高鍋町大字北高鍋154-1 098323-6465
FA X 23-6485

〃 上 田 章 880-8510宮崎市北高松町5-30（県立宮崎病院） 098524-4181
FA X 28-1881

〃 済 陽 英 道 880-0841 〃 吉村町大町甲1919-6 098523-9000
FA X 24-0023

〃 金 丸 吉 昌 883-1101東臼杵郡美郷町西郷区田代29（美郷町国民健康保険西郷病院）
098266-3141
FA X 66-2491

〃 長 倉 穂 積 889-1901北諸県郡三股町大字樺山3491-2 098652-2109
FA X 52-2651

〃 矢 野 裕 士 886-0004小林市大字細野2759-1（前田内科医院） 098422-5802
FA X 22-5802

監 事 大 藤 哲 郎 880-0916宮崎市大字恒久1383-1 098550-2552
FA X 50-2046

〃 b 田 義 臣 885-0081都城市鷹尾４丁目4-2 098622-8818
FA X 22-8817

〃 赤 須 巖 882-0031延岡市中川原町３丁目42（共立病院） 098233-3268
FA X 21-5700 ○

議 長 永 友 和 之 884-0002児湯郡高鍋町大字北高鍋1006 098322-3375
FA X 23-3543 ○

副 議 長 夏 田 康 則 885-0077都城市松元町15-10（宮永病院） 098622-2015
FA X 22-7117 ○

〃 直 井 信 久 889-1692宮崎市清武町木原5200（宮崎大学医学部）098585-2806FA X 84-2065 ○

〃 峰 松 俊 夫 887-0034日南市大字風田3649-2（愛泉会日南病院）098723-3131FA X 23-8130 ○
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宮 崎 県 医 師 会 理 事 業 務 分 担
（任期 平成22年４月１日～平成24年３月31日 ２か年）

総 務 立元常任理事
公 衆 衛 生 吉田常任理事・佐藤常任理事・峰松理事

健 康 教 育 松本常任理事・金丸理事・直井理事

医 療 保 険
cde
df

河野副会長・富田副会長・上田理事・石川常任理事・
濱田常任理事・済陽理事・立元常任理事

地 域 医 療
c
dd
e
d
df

古賀常任理事・吉田常任理事・峰松理事・金丸理事・
長倉理事・立元常任理事・佐藤常任理事・石川常任理事・

有 床 診 療 所 立元常任理事
互助会・日医年金 大塚常任理事・立元常任理事
産 業 医 大塚常任理事・矢野理事
労 災 ・ 自 賠 松本常任理事・済陽理事
ス ポ ー ツ 医 学 松本常任理事
プライマリ・ケア 金丸理事・松本常任理事
医 師 連 盟 大塚常任理事

第 １ 区 立元常任理事
第 ２ 区 吉田常任理事
第 ３ 区 長倉理事

医 師 国 保 組 合 a橋理事

会 計 佐藤常任理事
学 術 ・ 生 涯 教 育 松本常任理事・上田理事・直井理事・長倉理事
情 報 シ ス テ ム 荒木常任理事・済陽理事
医 療 関 係 者 対 策 長倉理事・済陽理事
学 校 保 健 佐藤常任理事・a橋理事・吉田常任理事
広 報 荒木常任理事・済陽理事
救 急 医 療 古賀常任理事・済陽理事・佐藤常任理事
環 境 公 害 問 題 吉田常任理事・峰松理事
勤 務 医 古賀常任理事・上田理事・金丸理事・荒木常任理事
会 員 福 祉 大塚常任理事・a橋理事
医 事 紛 争 濱田常任理事
母子保健・母体保護 濱田常任理事・佐藤常任理事
共 同 利 用 施 設 吉田常任理事・済陽理事・長倉理事
へ き 地 医 療 金丸理事・矢野理事

治 験
cde
df

松本常任理事・荒木常任理事・古賀常任理事・
佐藤常任理事

医 師 協 同 組 合 ・ 立元常任理事
㈲エムエムエスシー

※先頭が主担当者

予 防 接 種 佐藤常任理事・吉田常任理事

済陽理事
介 護 保 険 石川常任理事・金丸理事・矢野理事・立元常任理事

稲倉会長

c┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
e
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
f

河野副会長

c
d
d┃
┃
┃
┃
┃
┃
d┃
┃
┃
┃
┃
┃
e
d┃
d┃
d┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
f

富田副会長

c┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
d┃
e
┃
d┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
f
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各郡市医師会役員名簿

紙面の都合により，会長，副会長，理事，監事，議長，副議長のみ掲載します。

【任期：平成22年４月１日～平成24年３月31日】

宮 崎 市 郡 医 師 会

会 長 中 村 典 生

副 会 長 栗 林 忠 信

〃 八 尋 克 三

〃 田 中 俊 正

理 事 菊 池 郁 夫

〃 小 池 弘 幸

〃 岡 田 光 司

〃 済 陽 英 道

〃 山 村 善 教

〃 成 田 博 実

〃 川 名 隆 司

〃 原 田 雄 一

〃 a 村 一 志

〃 市 来 能 成

監 事 中 山 健

〃 市 原 美 宏

〃 丸 田 眞 一

議 長 金 丸 禮 三

副 議 長 谷 村 俊 次

都城市北諸県郡医師会

会 長 夏 田 康 則

副 会 長 仮 屋 純 人

〃 小 牧 文 雄

〃 飯 田 正 幸

総務理事 田 口 利 文

理 事 釘 宮 博 志

理 事 橋 口 兼 英

〃 田 中 穣 弐

〃 山 内 良 澄

〃 楢 原 進一郎

〃 松 山 幹太郎

〃 長 倉 穂 積

〃 大 岐 照 彦

〃 山 路 健

〃 木 村 健

〃 野 田 俊 一

〃 吉 松 正 明

監 事 大 窪 利 隆

〃 佐々木 幸 二

〃 坂 元 一 久

議 長 瀬ノ口 頼 久

副 議 長 児 玉 實 志

延 岡 市 医 師 会

会 長 牧 野 剛 緒

副 会 長 吉 田 建 世

〃 佐 藤 信 博

理 事 大 地 哲 史

〃 平 野 雅 弘

〃 江 崎 豊

〃 石 内 裕 人

〃 日 a 孝 紀

〃 赤 須 郁太郎

〃 板 野 晃 也

理 事 溝 口 直 樹

〃 宮 本 義 明

監 事 藤 本 孝 一

〃 市 原 正 彬

〃 井 上 博

議 長 木 下 義 美

副 議 長 川 名 修 �

日向市東臼杵郡医師会

会 長 渡 邊 康 久

副 会 長 青 � 淳太郎

〃 古 賀 正 広

理 事 中 島 清 美

〃 和 田 徹 也

〃 三 股 俊 夫

〃 田 中 洋

〃 金 丸 吉 昌

〃 千代反田 晋

〃 尾  峯 生

〃 今給黎 承

〃 黒 木 文 敏

〃 家 村 文 夫

監 事 三ヶ尻 榮 一

〃 椎 葉 睦 生

議 長 大久保 史 明

副 議 長 三ヶ尻 榮 一
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児 湯 医 師 会

会 長 永 友 和 之

副 会 長 蟻 塚 高 生

理 事 a 嶋 章

〃 a 橋 政 見

〃 黒 木 宗 俊

〃 坂 田 師 隣

〃 米 澤 勤

〃 a 山 修 二

〃 永 田 昌 彦

〃 北 村 洋

〃 喜 多 保一郎

〃 内 田 俊 浩

〃 永 友 研 一

〃 山 口 真太朗

監 事 鶴 敬 雄

〃 崎 b 國 治

議 長 茂 木 晃

副 議 長 城 戸 � 爾

西都市･西児湯医師会

会 長 児 玉 健 二

副 会 長 岩 見 晶 臣

〃 富 田 雄 二

理 事 齊 藤 寿

〃 杉 尾 克 徳

〃 野 口 英 郎

〃 b 砂 亮 一

〃 松 本 英 裕

監 事 大 塚 直 純

〃 留 守 健 一

議 長 黒 木 重 晶

副 議 長 水 田 能 久

南 那 珂 医 師 会

会 長 山 元 敏 嗣

副 会 長 河 野 � 秀

〃 河 野 秀 一

理 事 百 瀬 文 教

〃 田 中 茂 樹

〃 中 島 昌 文

〃 黒 木 和 男

〃 野 田 隆

〃 竹 中 晃 司

〃 川 越 勝 秀

〃 江 藤 琢 磨

〃 峰 松 俊 夫

〃 木佐貫 篤

〃 福 岡 周 司

〃 井 藤 健

〃 岡 本 将 幸

監 事 岩 切 美 利

〃 山 口 幹 生

議 長 中 村 彰 伸

副 議 長 内 村 利 博

西 諸 医 師 会

会 長 槇 健一郎

副 会 長 a  直 哉

〃 丹 光 明

理 事 内 村 大 介

〃 野 本 浩 一

〃 新 添 謙 一

〃 莫 根 隆 一

〃 森 藤 秀 美

〃 池 井 義 彦

〃 花 田 武 浩

〃 立 山 洋 司

〃 杉 原 純 次

理 事 矢 野 裕 士

〃 丸 山 賢 幸

〃 池 田 徳 郎

監 事 針 貝 正 純

〃 黒 木 透

議 長 前 原 東 洋

副 議 長 大 森 臣 道

西 臼 杵 郡 医 師 会

会 長 佐 藤 元二郎

副 会 長 植 松 昌 俊

理 事 田 上 恒 雄

〃 柴 田 和 哉

〃 古 賀 志 朗

〃 植 松 正 雄

〃 白 石 達 史

〃 田 崎 力

監 事 後 藤 幸 一

〃 田 崎 清 廣

議 長 古 賀 志 朗

副 議 長 後 藤 幸 一

宮崎大学医学部医師会

（平成22年６月30日まで）

会 長 池ノ上 克

理 事 千々岩 一 男

〃 荒 木 早 苗

〃 田 村 正 三

〃 布 井 博 幸

〃 東 野 哲 也

監 事 鬼 塚 敏 男

〃 瀬戸山 充
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■全数報告の感染症
１類：報告なし。
２類：結核６例が宮崎市（３例），日南，高鍋，日向（各１例）保健所から報告された。患者が３例，疑似症患

者が３例で，患者は肺結核が２例，その他の結核（結核性胸膜炎）が１例であった。男性２例，女性
４例で，50歳代が２例，70歳代が４例であった。

３類：腸管出血性大腸菌感染症４例が都城，高鍋（各２例）保健所から報告された。
・50歳代の女性で無症状病原体保有者。原因菌のＯ血清型は不明（V T１産生）。
・20歳代の女性で無症状病原体保有者。原因菌の血清型はＯ91（V T１産生）。
・30歳代の女性で無症状病原体保有者。原因菌の血清型はＯ91（V T１産生）。
・20歳代の女性で無症状病原体保有者。原因菌の血清型はＯ146（V T１産生）。

４類：つつが虫病１例が宮崎市保健所から報告された。70歳代の男性で刺し口，リンパ節腫脹，発疹，肺
炎がみられた。痂皮から病原体遺伝子の検出。

５類：ウイルス性肝炎（その他 EB ウイルス）１例が宮崎市保健所から報告された。30歳代の男性で嘔吐，
肝機能異常がみられた。

■５類定点報告の感染症

定点からの患者報告総数は5,180人（定点あたり142.5）で，前月比73% と減少した。また，例年と比べて
も67％と減少した。
２月に増加した主な疾病はＡ群溶血性レンサ
球菌咽頭炎と水痘で，減少した主な疾病はインフ
ルエンザと RSウイルス感染症であった。また，例
年同時期と比べて報告数の多かった主な疾病は
RSウイルス感染症と感染性胃腸炎であった。
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は193人
（5.4）で前月の約1.3倍，例年の約半数であった。
高千穂（14.0），延岡（12.8），中央（9.5）保健所から
の報告が多く，年齢別では３歳から７歳で全体の
約７割を占めた。
水痘の報告数は662人（18.4）で前月の約1.2倍，
例年の約1.1倍と多かった。延岡（33.8），都城（27.8），
日向（22.0）保健所からの報告が多く，年齢別では
１歳から３歳で全体の約７割を占めた。
RSウイルス感染症の報告数は327人（9.1）で前
月の約７割と減少したが，例年の約3.5倍と多かっ
た。延岡（28.0），高鍋（17.5），日向（15.0）保健所か
らの報告が多く，年齢別では２歳以下が全体の約
９割を占めた。全て８歳以下の報告であった。
感染性胃腸炎の報告数は2,846人（79.1）で前月
の約９割と減少したが，例年の約1.5倍であった。
日南（133.3），小林（126.7），都城（86.8）保健所か
らの報告が多く，年齢別では１歳から６歳で全体
の約６割を占めた。

宮崎県感染症発生動向 ～２月～
平成22年２月１日～平成22年２月28日（第５週～８週）

２月 １月

報告数
（人）

定点当
たり（人）

報告数
（人）

定点当
たり（人）

インフルエンザ 666 11.3 3,521 59.7

ＲＳウイルス感染症 327 9.1 455 12.6

咽 頭 結 膜 熱 95 2.6 45 1.3

※溶レン菌咽頭炎 193 5.4 155 4.3

感 染 性 胃 腸 炎 2,846 79.1 3,155 87.6

水 痘 662 18.4 559 15.5

手 足 口 病 31 0.9 19 0.5

伝 染 性 紅 斑 4 0.1 6 0.2

突 発 性 発 し ん 139 3.9 133 3.7

百 日 咳 4 0.1 4 0.1

ヘルパンギーナ 2 0.1 3 0.1

流行性耳下腺炎 169 4.7 155 4.3

急性出血性結膜炎 0 0.0 0 0.0

流行性角結膜炎 42 7.0 29 4.8

細 菌 性 髄 膜 炎 0 0.0 0 0.0

無 菌 性 髄 膜 炎 0 0.0 0 0.0

マイコプラズマ肺炎 0 0.0 0 0.0

クラミジア肺炎 0 0.0 0 0.0

例年
との
比較

★

★

★

★

★ 例年同時期（過去３年の平均）より報告数が多い
※ Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎

表 前月との比較
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■月報告対象疾患の発生動向〈２月〉
□性感染症
【宮崎県】定点医療機関総数：13
定点医療機関からの報告総数は51人（3.9）で，前月比111％と増加した。昨年２月（2.0）の約２倍と多
かった。
《疾患別》

�性器クラミジア感染症：報告数32人（2.5）で，前月の約1.1倍，前年の約1.2倍であった。日向（7.0），
宮崎市（3.0）保健所からの報告が多く，男性14人・女性18人で，20歳代が全体の約６割を占めた。

�性器ヘルペスウイルス感染症：報告数６人（0.46）で，前月と同数，前年の約1.1倍であった。全て女
性で，20歳代・40歳代がそれぞれ１人，30歳代が４人であった。

�尖圭コンジローマ：報告数５人（0.38）で，前月の1.7倍，前年の約2.3倍であった。男性３人・女性２
人で，20歳代・40歳代・50歳代が１人，30歳代が２人であった。

�淋菌感染症：報告数８人（0.62）で，前月の約1.1倍，前年の約９割であった。男性６人・女性２人で，
20歳代が５人，30歳代が１人，40歳代が２人であった。

【全国】定点医療機関総数：967
定点医療機関からの報告総数は3,808人（4.0）で，前月比95％とほぼ横ばいであった。疾患別報告数
は，性器クラミジア感染症1,980人（2.1）で前月比98％，性器ヘルペスウイルス感染症645人（0.67）で前
月比93％，尖圭コンジローマ404人（0.42）で前月比98％，淋菌感染症779人（0.81）で前月比91％であった。
□薬剤耐性菌
【宮崎県】定点医療機関総数：７
定点医療機関からの報告総数は41人（5.9）で前月比91％と減少した。また昨年２月（4.6）の1.3倍と

多かった。
《疾患別》

�メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症：報告数20人（2.9）で，前月の約７割，前年の約８割であった。
宮崎市（7.0），日南（6.0）保健所からの報告が多く，70歳以上が全体の約７割を占めた。

�ペニシリン耐性肺炎球菌感染症：報告数21人（3.0）で，前月の約1.3倍，前年の約3.5倍であった。宮
崎市（20.0）保健所からの報告が多く，10歳未満が全体の約９割を占めた。

�薬剤耐性緑膿菌感染症：報告はなかった。
【全国】定点医療機関総数：464
定点医療機関からの報告総数は2,301人（5.0）で，前月とほぼ同数であった。疾患別報告数は，メチシ
リン耐性黄色ブドウ球菌感染症1,804人（3.9）で前月比98％，ペニシリン耐性肺炎球菌感染症470人（1.0）
で前月比111％，薬剤耐性緑膿菌感染症27人（0.06）で前月比120％であった。

（宮崎県衛生環境研究所）

図 年齢別性感染症報告数（２月）

クラミジ ア 10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代以上

0

ヘ ル ペ ス

コンジローマ

淋 菌

20 30 40（人）10
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メディアの目

病院と診療所の役割分担
――日経提言から

日本経済新聞社宮崎支局長

稲
いな

田
だ

成
しげ

行
ゆき

経済紙「日経」の中で理数系出身の端くれとし

て科学技術領域の出版物編集が最も長く，医学

分野も基礎を中心に少しかかわった。最初は1990

年代前半の「脳と心」が思い出深い。当時は“危な

いテーマ”と日経サイエンス誌は一時ためらった

が，脳内物質が引き起こす心の現象を伝えよう

と出版に踏み切った。その後，同誌のこのテー

マで世話していただいた養老孟司氏を進行役に

したＮＨＫの連続スペシャル番組が効いて，脳

と心の問題を冷静に報じやすくなったと当時の

編集部員として自負している。その後の他の部

署でも，体細胞クローン，癌の兵糧攻め（最近は

下火のようだが）や免疫療法などが興味深かった。

現在は経済報道や日経の宮崎窓口業務に追われ

ているが，幹細胞関連がどこまで行くかに興味

がつきない。

基礎医学は先々の話とはいえ，諸外国に根幹

を握られては日本は諸外国のためにせっせと医

療費を支払うことになって国民負担が増えかね

ず（今でも薬剤などでその側面があるが），一定

の研究投資が欠かせない。しかし，現在の医療

が崩壊してはそれも望めない。地域や診療科間

で医師や救急病院が偏在し国民の生命を脅かす

問題は宮崎に限らず全国で深刻化している。日

経は外部の専門家の意見も取り入れて社内に医

療・介護制度改革研究会を設置し，打開策を検

討してきた。このほど持続可能な制度改革の提

言をまとめ，３月15日付朝刊紙上の１面・社説・

特集面２ページ全面に大展開した。この場を借

りてその概略を紹介したい。

提言は３本柱からなる。第１の柱は医療提供

体制。病院と診療所の役割を分け，初期診療は

診療所が，高度医療は病院が担う。様々な病気

をひと通り診る家庭医（開業医）を育て，患者は

まず近所の診療所で家庭医の診察を受ける。治

療が難しい場合は紹介状をもらって病院に行く。

病院は紹介状がない場合に患者の費用負担を増

やすことで外来の制限をかけ，勤務医や看護師

が重い病気や救急の患者の治療に専念できるよ

うにする。第２の柱は高齢者医療と介護。老人

病院などの療養病床を減らすため療養病床への

診療報酬や介護報酬を減額するとともに，介護

施設や介護サービス付き有料老人ホームなどを

民間がつくりやすいように規制改革する。日本

は欧米に比べ高齢者が自宅などの代わりに病院

に長期滞在する“社会的入院”が多いのを抑制す

るためだ。

第３の柱は保険財政。公的な国民医療費と介

護保険サービス費の合計が国内総生産（G D P）の

10％を超えないよう管理する。そのために混合

診療を原則解禁にし，患者の選択肢を広げて欧

米に比べて少ない私的な支払いを増やす。後発

薬の使用を欧米並みに促進し市販類似薬は保険

適用外にする。IT（情報技術）活用で病院・診療

所間の重複検査解消など効率化も推進するが，

それでも財源が足りず，消費税率は将来年金と

医療・介護の一体運用を前提に15％程度に引き

上げることも見据えている。
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あなたできますか？
―平成20年度 医師国家試験問題より―

（解答は77ページ）

１．たばこ煙成分とその影響の組合せで正しいのは
どれか。２つ選べ。
ａ アセトアルデヒド─閉塞性動脈硬化症
ｂ 一酸化炭素────チアノーゼ
ｃ カドミウム────狭心症
ｄ ニコチン─────脈拍数増加
ｅ ベンゾ〔a〕ピレン──肺 癌

２．単純性肥満で正しいのはどれか。３つ選べ。
ａ 全肥満の90％以上を占める。
ｂ 無酸素運動を主体に指導する。
ｃ スルホニル尿素薬を投与する。
ｄ 血中アディポネクチンが低下する。
ｅ 血中コルチゾールはデキサメタゾンで抑制さ
れる。

３．加齢に伴い発症率が低下するのはどれか。２つ
選べ。
ａ 認知症
ｂ 片頭痛
ｃ ラクナ梗塞
ｄ 多発性硬化症
ｅ Parkinson病

４．経皮的動脈血酸素飽和度（SpO�）と動脈血酸素飽
和度（SaO�）とが乖離を示した。原因として考えにく
いのはどれか。
ａ 脱 水
ｂ 低体温
ｃ 高血糖
ｄ マニキュア
ｅ 一酸化炭素中毒

５．分娩直後の新生児。在胎39週，経膣分娩で出生し
た。羊水混濁は認めない。出生直後に啼泣はなく自発
呼吸も認めない。四肢にチアノーゼを認め，筋緊張は
弱い。心拍数100/分。
直ちに行うのはどれか。２つ選べ。
ａ 乾布による全身の水分の拭き取り
ｂ 背部・足底部刺激
ｃ 心臓マッサージ
ｄ 静脈路確保
ｅ 気管挿管

６．組合せで正しいのはどれか。２つ選べ。

ａ カルシトニン───甲状腺D細胞
ｂ 副甲状腺ホルモン─副甲状腺主細胞
ｃ グルカゴン────膵島α（A）細胞
ｄ アルドステロン──副腎皮質束状層細胞
ｅ テストステロン──精巣Sertoli細胞

７．IgE抗体の産生を促進させるのはどれか。
ａ IL-1
ｂ IL-2
ｃ IL-3
ｄ IL-4
ｅ IL-5

８．母子感染で難聴と関連するのはどれか。
ａ 麻疹ウイルス
ｂ 水痘ウイルス
ｃ パルボウイルス
ｄ 単純ヘルペスウイルス
ｅ サイトメガロウイルス

９．37歳の女性。息切れを主訴に来院した。３か月前
から舞踊教室に通っている。朝方，咳で目が覚め，息
苦しさを感じるようになった。IgE RA STでハウス
ダスト３＋。
所見としてみられるのはどれか。
ａ 過呼吸
ｂ ばち指
ｃ 呼気延長
ｄ fine crackles

ｅ coarse crackles

10．69歳の男性。自宅のかもいにヒモをかけ首を吊っ
ているのを午後６時半ころ帰宅した家族に発見され
た。家族はすぐにヒモを切断し，男性を仰向けに寝か
せ，身体を揺り動かし呼びかけたが，身体は冷たく全
く応答はなかった。診療所の医師に連絡したところ，
午後７時に医師が到着し，死亡の確認後，死体の検案
が行われた。直腸温34.0℃。室温22.0℃。顎，肩および
股関節の硬直が軽度である。
検案時の死斑の出現部位はどれか。
ａ 顔 面
ｂ 下半身の背面
ｃ 下半身全体
ｄ 全身の背面
ｅ 全 身
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前回掲載時から３年半し

か経過しておりませんが，

近況をご報告させていただ

きます。免疫感染病態学分

野は平成18年４月の講座再

編に伴い，設立されました。

岡山昭彦教授の下，診療科

としては膠原病感染症内科と標榜し，大学病院

で外来入院診療・教育・研究を行っております。

大学には，講師１名，助教３名，医員３名，大

学院生２名がいます。幸い毎年入局者（少数だが

精鋭！）があり，元気に頑張っています。

臨床面では関節リウマチをはじめとする膠原

病，膠原病に伴う間質性肺炎や肺炎を主体にし

た呼吸器疾患，他科で治療に難渋している感染

症や不明熱の診断などを担当しております。関

節リウマチの治療は現在目覚しい進歩を遂げて

おり，４種類ある生物学的製剤や白血球除去療

法などの新しい治療法を積極的に取り入れるこ

とで，患者さんの Q O L向上に成果を挙げていま

す。整形外科の先生方とも協力して昨年より，「宮

崎県関節リウマチ生物学的製剤研究会」を立ち上

げ，県内のリウマチ診療をされている先生方と

共同で，効果的で安全な治療システムを構築す

べく，現在努力しております。年内には，その

一端でもご報告できればと考えております。ま

た，生物学的製剤は関節リウマチ以外の疾患に

も適応されることとなり，眼科や皮膚科の先生

方とも協力しながら，４名のリウマチ専門医を

中心に診療に当たっております。病院内感染症

に対しましても，infection controlteam（ICT）

活動を通して多くの診療科からコンサルテーショ

ンを受けるようになり，４名の感染症専門医を

中心に抗菌薬治療の適正化に努めているところ

です。今後はさらに積極的に，病院内感染症に

対して活動の場を広げる所存です。

外来は火曜日と木曜日に新患患者を担当して

おります。毎年，着実にその患者数は増えてき

ており，平成20年度の外来新患患者数は396名で

した。

気管支鏡検査は金曜日に行っております。現

在，市中肺炎における非定型肺炎の新たな診断

法に取組んでおり，呼吸器疾患の診療でお困り

の症例がございましたら，２名の呼吸器専門医

が対応しますので，ご紹介の程，宜しくお願い

いたします。

入院は附属病院５階東病棟にて，12～14床を

担当しています。可能な限り患者さんの受入れ

を行っておりますが，なにぶん病床数に限りが

あるため，紹介していただく先生方には大変ご

迷惑をおかけしていると思います。この場を借

りましてお詫び申し上げます。

研究面に関しては，南九州に多い H TLV -１

感染症についての研究をすすめております。こ

れは岡山教授のライフワークの一つであり，大

学院生の上野史朗を中心にして，H TLV -１欠損

ウイルスのスクリーニング法の確立をすること

と，A TL発症に関する因子を同定する研究を行っ

ております。また同じく大学院生の宮内俊一も，

関節リウマチの新規抗炎症性物質の解析を行っ

ております。

人事に関しましては，これまで医局長として

頑張っていた佐々木隆が，平成19年に宮崎市内

で開業し，膠原病・呼吸器疾患を中心に地域医

療に貢献しております。今後も医局員一同頑張っ

ていきますので，医師会の先生方の一層のご理

解とご支援を賜りますよう，お願い申し上げます。

（医局長 長
なが

友
とも

安
やす

弘
ひろ

）

岡
おか

山
やま

昭
あき

彦
ひこ

教授

内 科 学 講 座
―免疫感染病態学分野―

宮崎大学医学部だより
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眼科医の現状についてご
報告します。
厚生労働省の「医療費亡国
論」に始まり，小泉政権の「機
械的社会保障費削減」と続き，
７～８年前の厚生労働省と
日本眼科医会の懇談会で課
長補佐は「眼科医の数が多す
ぎるので減らしたい。その
ために眼科の医療費を減ら

す」と話されました。
それを受け，平成14年に白内障手術点数の減，
平成18年にコンタクトレンズ検査料の包括化，
平成19年にはコンタクトレンズ診療に対する過
度な個別指導，平成20年には眼処置の廃止，と
立て続けに診療報酬改定が行われました。
その結果，平成18年に比べて20年の無床診療
所の外来１件当たりの平均点（全国）が10％減の
776点になりました。また平成22年の診療報酬改
定では医療費の削減が特に眼科に集中し，眼科
基本点数（矯正視力，眼圧など）の削減が行われ
ました。
今年度のこの集中的な眼科基本点数の削減に
関しては「厚生労働省による，レーシック術後感
染症を引き起こした銀座眼科などを含めた眼科
領域の倫理的問題の多発への懲罰だ」との声もあ
ります。
また今年度，眼科の診療報酬改定で主に病院
で行われる眼科手術点数は引き上げられ，これ
らのことにより診療所に薄く，病院に厚くされ，
行政刷新会議の事業仕分け「開業医の報酬を下げ，
勤務医に回す」と言われなき格差の見直しがおき
始めたと我々は実感しました。
またマスコミなどの眼科医過剰論なども影響
しているのか，眼科志望者の数は，新臨床研修
制度導入後は30％減となりました。その結果，
人手不足により眼科を閉鎖した病院が増えてき
て，ますます勤務医数は減少し負担の増大になっ
たと思われます。実際に眼科勤務医の数がここ
６年で11％減です。このようなことから「眼科は
不人気の診療科になった」と我々は認識しています。

そこで我々は「眼科医療における社会的貢献の
評価」について検討してきました。我々は眼科の
重要性を今まで以上に訴えていく努力が必要と
思われます。
眼鏡店の眼鏡学会が眼鏡技術者の公的資格の
法制化を目指し国会議員に訴え始めました。議
員にとって眼鏡店と眼科医の間の業際問題は，
両団体から献金をもらって結論を先延ばしでき
るおいしい話でもあります。
我々は「屈折異常は眼科医の手で」を長年スロー
ガンにしてきました。しかし厚生労働省は「眼鏡
士の法制化を認め，次にメガネ処方の健康保険
への適応を認め，次にはアメリカのオプトメト
リストと同様に無床診療所の患者の50％を占め
る近視などの屈折異常と結膜炎などの前眼部疾
患の診断と治療を眼鏡士に認める」との危惧を抱
かずにはいられません。
我々眼科医は屈折矯正という基本的な眼科医
療を軽くみてきたきらいがあります。「近視は病
気でありそれを診断し治療するのが眼科医」との
原点に戻る必要があります。眼鏡士はメガネを
作る専門家であり，眼科医はメガネを処方（医行
為）する医師であります。
この問題は厚生労働省にとっては「医師の負担
軽減」の名のもとに，眼科医の数の削減につなが
りおいしい話と思われます。
コンタクトレンズのインターネット販売が増
え，今や約12％がネットで購入し，それによる
眼障害も10％認められ，その数も増加し，失明
になった症例もあります。
またカラーコンタクトレンズが量販店や駅の
キヨスクで何の説明もなく店頭販売され，眼障
害が多発したことを受け，来年からは販売中止
になりました。
我々は「コンタクトレンズの対面販売の義務化」
を厚生労働省に求めてきましたが，厚生労働省
は消費者の安全性より利便性を重視しているよ
うに思えます。
我々は「国民の目を守る」の見地から「コンタク
トレンズの処方箋の法制化」について考える時期
にきていると思います。

□専□門□分□科□医□会□だ□よ□り
（眼 科 医 会）

柴
しば

田
た

博
ひろし

会長
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宮崎県医師会シンボルマーク決定
宮崎県医師会が創立120周年を迎えたのを記念して，わかりやすく県民の皆さまに親しんでいただ

けるようなシンボルマークを作りたいと考え，平成21年６月から９月にかけて，県内外を問わず公
募を行いました。全国から328作品の応募があり，審査の結果，最優秀賞作品１点，優秀賞作品３点，
特別賞作品10点を選ばせていただき，最優秀賞をシンボルマークに採用いたしました。

特別賞（10点）※順不同
中川 怜香 様，平田 葵 様，楯 真由美 様，中野 裕佳 様，佐藤 亮祐 様，
日a 利昭 様，福澤 加奈子 様，近藤 國法 様，河野 倫太郎 様，菊田 真二 様
平成22年２月25日に開催された宮崎県医師会創立121周年記念医学会において，宮崎県医師会シン
ボルマークの発表および会場にお越しいただいた入賞作品応募者の方々の表彰を行いました。

お知らせ

最優秀賞（１点）

宮崎県民を診察する医師の優しく，真剣な姿を
「M 」の文字で描いた。県民みんなを包み込む優
しさ，信頼，安心のフォルムを，フェニックスを
イメージしたグリーンで表現した。

信 貴 正 明 様 （新潟県）

表彰式の様子

優秀賞（３点）※順不同

杉崎 元哉 様 （東京都）

堀江 豊 様 （広島県）

徳毛 伸自 様 （山口県）

決定したシンボルマークは，今後宮崎県医師会の各種印刷物や広報活動において広く活用します。
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宮崎県医師会創立121周年記念医学会

と き 平成22年２月25日�

ところ 県医師会館

開会に先立ち，医神祭を執り行った。

稲倉県医師会長挨拶（要旨）

本日は，創立121周年記念医学会にご出席賜り

心より御礼申し上げる。

せっかくの機会なので，医神祭について少し

説明したいと思う。本会の医神像は，信楽焼き

の大穴牟遅神（オオナムチノカミ）で，多くの別

名を持つ大国主（オオクニヌシ）のことである。

大国主の別名である大己貴命（オオナムチノミコ

ト）が，古事記や日本書記において，医術を持っ

て人々を救済したとされており，そのため医神

として祀られるようになったのではないかと想

像される。

なお，医神祭は，平成18年度より２月25日の

創立記念医学会の際に行っているが，以前は３

月４日に行っていた。この日は，小塚原刑場に

おいて，杉田玄白らが死刑囚の解剖を見学した

日であり，後にオランダの医学書「ターヘル・ア

ナトミア」を翻訳して「解体新書」を刊行している。

これより，日本の医学界に蘭法が普及し，また

医学以外の蘭学も広まっていくことになった。

本日は，西島参議院議員にお越しいただきご

挨拶をお願いする。最後までよろしくお願いし

たい。

県医師会シンボルマーク発表・表彰

本会創立120周年記念事業としてシンボルマー

クを募集し，この度決定したため，披露した。

また，特別賞受賞者７名に対し，表彰を行った。

県医師会医学賞贈呈

上田理事から，12月21日に開催された医学賞

選考委員会において，宮崎県医師会医学会誌第

32巻第１号及び第２号の論文の中より，後藤啓

輔先生他の「腰椎椎間板ヘルニア再発危険因子の

検討」が推薦され，全理事会で決定された旨の説

明があり，その後，後藤先生に稲倉会長から医

学賞が贈呈された。

講 演

まず，松本常任理事の座長により，今回医学

賞を受賞された後藤啓輔先生に，受賞論文の概

要をご講演いただいた。続いて，特別講演とし

て，稲倉会長の座長により，宮崎大学学長の菅

沼龍夫先生に「2010 宮崎大学の取り組み ～第

２期中期目標・中期計画へ向けて～」と題してご

講演いただいた。どちらの講演も大変興味深く，

質疑応答も活発で，有意義な医学会であった。
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第150回宮崎県医師会臨時代議員会（概要）

と き 平成22年２月23日�

ところ 県医師会館

１．開 会

今回は代議員改選後初の代議員会であり，

平成22年度の暫定事業計画・予算・会費につ

いて審議された後，役員改選が行われ，議長，

副議長をはじめ，次期本会役員，次期日医代

議員等が選出された。

まず，定款施行細則第16条により増田好治

代議員を仮議長に選出し，増田（仮）議長より，

代議員の定数は34名，出席代議員33名，定款

第44条の規定に基づき代議員会は成立するこ

とを告げ，開会を宣言した。

次に，定款第40条第２項の規定に基づき，

議長，副議長の選挙を行い，選挙細則第４条

及び第５条により，候補者が各々１名である

旨の説明があり，議長に永友和之先生（児湯），

副議長に夏田康則先生（都城）が選出された。

以後，新議長（永友先生）により会の運営が行

われた。

議事録署名人については，定款第46条第２

項の規定に基づき，岡田光司代議員，栗林忠

信代議員を選出。

稲倉県医師会長挨拶

現在，医療界も多くの困難を抱え，日本全

体が少子高齢化社会を迎え低経済成長，長引

く不景気，格差の拡大と社会不安の増大等，

重苦しい雰囲気に包まれている。中央情勢を

見てみると，去年の８月30日に行われた衆議

院議員選挙による政権交代，民主党を中心と

した連立政権，新政権のもたつきに目に余る

ものがある。

我々医療界では，４月１日に行われる会長

選挙に，唐澤�人，森洋一，原中勝征の３人

の先生が立候補されており，会長選挙は熱を

帯びてきている。

診療報酬改定の件については，0.19％の小

幅なプラス改定ではあるが自民党政権時は出

来なかったことは評価している。

次に，N P（ナース・プラクティショナー）が

大きくクローズアップされてくるのではない

か。医師不足，医師の過重労働・解消を口実

に，特定看護師を作ろうとしている。特定看

護師の条件として，看護師免許を有している

こと，看護師の５年以上の経験，特定看護師

の養成を目的とした第三者機関が設定した大

学院の修士課程を卒業し，第三者機関による，

知識・能力の確認・評価を受けた者である。

目指すところは，簡単な初期医療，慢性疾患

の医療等を，医師の監督なしで限られた医療

が出来る制度であり，責任は医師との共同責

任という都合の良い制度になっている。

我々も断固反対ということを日医へ働きか

けていきたいと思っている。この点について
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も日医会長選挙の焦点になるのではないか。

２．報 告

１）宮崎県医師会互助会の解散について

大塚常任理事より，平成20年12月１日，

公益法人制度改革関連三法が施行され，同

日，金融庁より公益法人が行う保険（共済）

事業について通達が出された。

その後，宮崎県医師会互助会の存続，委

託，譲渡，代替え制度への移行，廃止，解

散等に関し，あらゆる選択肢を検討してきた。

平成21年10月27日に互助会理事会，互助

会役員会を開催し，協議の結果，宮崎県医

師会互助会を，平成22年６月30日を以て解

散する旨の議決がなされた。

同時に，解散後の日程，残余財産の還付，

新規入会，会費徴収，諸給付受付期限，中

途退会者への支払等について議決された。

次に，平成21年11月27日，互助会臨時評

議員会が開催され，宮崎県医師会互助会の

解散と解散後の諸問題が議決された。

なお，この件については，平成22年６月

の宮崎県医師会互助会定時評議員会および

宮崎県医師会互助会総会で報告する予定で

あるとのことであった。

３．議 事

議案第１号 平成22年度宮崎県医師会暫定事

業計画に関する件

河野副会長より，本格的な事業計画は，新

執行部により検討していただく旨が告げられ，

平成22年４月度の１か月分の暫定事業計画（理

事会，定時代議員会等必要な会議）について口

頭で説明し，異議なく承認可決された。

議案第２号 平成22年度宮崎県医師会各会計

収入支出暫定予算に関する件

①一般会計

②福祉特別会計

③会館管理特別会計

④サービス評価事業特別会計

⑤介護サービス調査機関特別会計

⑥治験促進センター機構特別会計

議案第３号 平成22年度宮崎県医師会暫定会

費に関する件

議案第２号及び第３号に関しては，関連が

あるため一括上程され，佐藤常任理事より配

付資料に基づいて説明があり，いずれの議案

も異議なく承認可決された。

議案第４号 宮崎県医師会会費賦課徴収規程

第７条の一部改正に関する件

佐藤常任理事より，配付資料に基づき説明

され，異議なく承認可決された。

４．協 議

１）次期理事の定数について

立元常任理事より，次期理事の定数を20

名にすることの提案理由の説明が行われ，

採決の結果，次期理事の定数を20名とする

ことが，異議なく可決承認された。

５．役員選挙

選挙細則第11条及び第12条第４項の規定に

基づき，役員候補者を議場に掲示し，候補者

名簿を配付して選挙を行った。

１）会長選挙

定数１人に対し，届出のあった候補者も

稲倉正孝先生１人で，異議なく当選者と決

定した。

２）副会長選挙

定数２人に対し，届出のあった候補者も

河野雅行先生と富田雄二先生２人で，異議

なく当選者と決定した。

３）理事選挙

理事の定数は定款第13条により15人以上

23人以内となっているが，先の協議により

次期理事の数は20名と決定したので，会長，

副会長を除く残る理事の選出数は17人とな

り，今回の候補者は17名で，下記17名全員

を当選者と決定した。
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当選者（届出受付順）

吉 田 建 世 （延岡）

長 倉 穂 積 （都城）

金 丸 吉 昌 （日向）

矢 野 裕 士 （西諸）

済 陽 英 道 （宮崎）

峰 松 俊 夫 （南那珂）

a 橋 政 見 （児湯）

直 井 信 久 （宮大）

立 元 祐 保 （宮崎）

古 賀 和 美 （宮崎）

濱 田 政 雄 （宮崎）

佐 藤 雄 一 （宮崎）

松 本 宏 一 （宮崎）

石 川 智 信 （宮崎）

荒 木 早 苗 （宮大）

上 田 章 （宮崎）

大 塚 直 純 （西都）

４）監事選挙

定数３人に対し，届出のあった候補者も

３人で，下記３名を当選者と決定した。

当選者（届出受付順）

大 藤 哲 郎 （宮崎）

b 田 義 臣 （都城）

赤 須 巖 （延岡）

５）裁定委員選挙

定数11人に対し，届出のあった候補者も

11人で，下記11名を当選者と決定した。

当選者（届出受付順）

大 塚 和 子 （西都）

石 坂 公 夫 （延岡）

貴 島 亨 （都城）

鮫 島 哲 也 （日向）

宮 崎 裕 三 （西諸）

楠 元 正 輝 （宮崎）

土 屋 利 紀 （宮崎）

糸 井 達 雄 （児湯）

山 口 和 彦 （南那珂）

田 崎 清 廣 （西臼杵）

６）日本医師会代議員及び予備代議員選挙

日本医師会定款施行細則第37条により，

本会から選出する日医代議員及び同予備代

議員の定数はそれぞれ４人で，候補者も定

数と同じ４人で，下記４名を当選者と決定

した。

日本医師会代議員（届出受付順）

稲 倉 正 孝 （宮崎）

大 坪 睦 郎 （宮崎）

河 野 雅 行 （宮崎）

富 田 雄 二 （西都）

日本医師会予備代議員（届出受付順）

山 元 敏 嗣 （南那珂）

牧 野 剛 緒 （延岡）

仮 屋 純 人 （都城）

槇 健一郎 （西諸）

６．互助会監事推薦

互助会規程第11条により，下記３名を代

議員会の推薦とすることに決定した。

楠 元 正 輝 （宮崎）

小 牧 斎 （宮崎）

日 a 明 義 （宮崎）

７．当選役員挨拶及び議長閉会宣言

役員等の選挙終了後，当選役員を代表し

て次期会長である稲倉先生より挨拶があり，

永友議長が閉会を宣言した。
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〔出席代議員〕

１番 児 玉 健 二

２番 山 元 敏 嗣

３番 河 野 � 秀

４番 大 森 臣 道

５番 槇 健一郎

６番 佐 藤 元二郎

７番 池ノ上 克

８番 鬼 塚 敏 男

９番 中 村 典 生

10番 市 来 能 成

11番 岡 田 光 司

12番 金 田 太 郎

13番 金 丸 禮 三

14番 川 名 隆 司

15番 栗 林 忠 信

16番 田 中 俊 正

17番 千 阪 治 夫

18番 中 村 周 治

19番 中 山 健

20番 成 田 博 実

21番 原 田 一 道

22番 増 田 好 治

23番 山 村 善 教

24番 夏 田 康 則

25番 仮 屋 純 人

26番 小 牧 文 雄

27番 飯 田 正 幸

28番 田 口 利 文

29番 牧 野 剛 緒

30番 佐 藤 信 博

31番 岡 村 公 子

32番 渡 邊 康 久

33番 古 賀 正 広

34番 永 友 和 之

〔出席役員〕

会 長 稲 倉 正 孝

副 会 長 河 野 雅 行

〃 富 田 雄 二

常任理事 立 元 祐 保

〃 佐 藤 雄 一

〃 吉 田 建 世

〃 大 塚 直 純

〃 濱 田 政 雄

〃 古 賀 和 美

〃 石 川 智 信

〃 松 本 宏 一

〃 荒 木 早 苗

理 事 a 橋 政 見

〃 中 島 昌 文

〃 上 田 章

〃 済 陽 英 道

〃 金 丸 吉 昌

〃 長 倉 穂 積

〃 千々岩 一 男

〃 矢 野 裕 士

監 事 大 藤 哲 郎

〃 b 田 義 臣

お知らせ
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日州医事のページを飾るカットやイラストを募集しております。是非，

作品をお寄せください。

なお，白黒での掲載になります。採否は広報委員会にお任せください。

原稿宛先

宮崎県医師会広報委員会

〒880-0023

宮崎市和知川原１丁目101

genko＠m iyazaki.m ed.or.jp

日 州 医 事 平成22年４月第728号 25



九州医師会連合会
平成21年度 第２回各種協議会

と き 平成22年１月23日�

ところ ホテル日航福岡

医 療 保 険 対 策 協 議 会

福岡県寺澤常任理事の進行により開会。福岡

県池田副会長，日医藤原常任理事の挨拶の後，

福岡県池田副会長が議長に選出され協議に入った。

１．中医協診療側委員と日医との連携状況につ

いて（長崎県）

２．次期診療報酬改定について（鹿児島県）

３．次期診療報酬改定に対する日医の対応につ

いて（熊本県）

※１～３は一括協議

今まで診療報酬の改定は，社会保障審議会

の医療部会・医療保険部会での「基本方針」，

内閣府の予算編成過程での「改定率」とそれに

沿った「中医協」の協議で決定されてきた。し

かし，「行政刷新会議」での事業仕分け，厚労

省政務三役の「診療報酬検討チーム」の設置や

「日医抜き」の中医協など，政権交代に伴って

従来とは様変わりした改定作業となっている。

九州各県より，日医と民主党の関係や中医協

の状況を危惧する意見が相次いだ。

宮崎県からは，行政刷新会議等は財務省主

導の「医療費削減」を前提とした議論ばかりで，

地域医療の崩壊，国民の命が危機に晒されて

いるとの現状認識がない。日医は，与野党を

問わず国会への働きかけを強めて欲しいとの

意見が出された。

また，福岡県からは，地域医療を守るため

に急性期，亜急性期，回復期，慢性期にわた

る医療の全体的な底上げが必要。政権交代後，

日医と政権与党との関わり方は明確なもので

はなく，会員にも不安が生じている。今後，

日医には中医協の診療側委員との連携をしっ

かりと行い会員へ示していただきたいと要望

した。

日医藤原常任理事は，中医協の人事につい

て３名全てが外されるとは考えていなかった。

新委員の中で京都府安達秀樹副会長とは密接

に連携を取っており，日医の主張を反映でき

る手段は確保している。しかし，最終決断の

場面で責任の所在について問題があることは

認識している。医療界をまとめられるのは日

医しかなく，この状況が長く続けば，日医が

消滅するくらいの危機感も持って対応したい

と回答した。

４．レセプトオンライン請求にかかる省令改正

について（大分県）

５．レセプトオンライン請求義務化の今後につ

いて（長崎県）

６．電子レセプト情報の今後の活用について

（福岡県）

※４～６は一括協議

レセプトオンライン請求義務化については，

政権交代以後パブリックコメントを経て2009

年11月25日に省令改正が行われ，電子媒体で

の請求も可能となった。また①現在，レセコ

ン未使用（手書き）の病院・診療所や常勤医師

がすべて65歳以上の診療所は免除，②レセコ

ンを使用し，紙レセプトで請求している診療

所において，平成22年７月１日の時点で常勤
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医師に65歳未満の者がいる場合，平成22年７

月診療分からオンライン請求または電子媒体

での請求が義務化となるが，平成21年11月25

日以前にレセコンをリースまたは購入した施

設では，リース期間または減価償却期間であ

る５年間が終了するまで，最長で平成27年３

月31日まで義務化が猶予されるという改定（た

だし，平成21年11月26日以降のリース・購入

は対象外となるが，平成21年11月26日以降に

保守管理契約（再リース）を延長した場合は猶

予の対象となる）が行われた。

このことについては，九州各県，一定の評

価をするものの免除対象年齢の設定根拠やレ

セコン購入等の助成基準を疑問視する意見が

出された。

また，電子レセプト情報の利用について，

宮崎県は，医療機関として問題があるのは重々

承知しているが，国民の感情からも電子化は

避けて通れない。レセプトデータを利用して

医療費分析を行い，データに基づいた診療報

酬設定により，医療機関の経営確立と皆保険

制度維持の両立を図る一助とすることや感染

症サーベイランスなど，国民や医療機関にとっ

て有効な活用も期待できる。レセプトデータ

は，個人情報を除いた状態で，広く研究者に

提供できるシステムをつくるという前向きな

考えも必要と回答した。

九州各県，営利目的や国民の不利益につな

がるレセプトデータの使用について，日医が

責任を持って対応していただきたいと要望

した。

日医藤原常任理事は，完全義務化から原則

義務化。自民党政権下で，日医が取りまとめ

たものを踏襲した形で発表された。昨年10月

のパブリックコメント募集では全国から2,220

もの意見が集まり省令改正につながった。皆

様のご協力に感謝したい。今後もセキュリティ

面での対応が重要。診療報酬改定での十分な

インセンティブを期待している。また，レセ

プト情報については，目的外使用は厳禁。民

間業者の利用に関しては我々も厳しく管理し

ていきたい。その他，O RCA を通じてのレセ

プト情報の収集について，地域のあるべき姿

を厚労省に伝える意味からも，日医のデータ

収集にご協力いただきたいと回答した。

７．社保・国保審査委員会における審査基準の

格差是正について（福岡県）

８．DPC レセプトの審査状況，および個別指導

時の問題の有無について（宮崎県）

９．平成22年度以降の指導について（福岡県）

※７～９は一括協議

九州各県で医療保険関係五者協議会（県・県

医師会・九州厚生局各県事務所・社保支払基

金・国保連合会）や社保・国保審査連絡会議の

定期開催，保険診療の手引き等を作成し審査

格差の是正に努めている。しかし，最終的に

は審査委員個々の裁量権もあり，隣県との格

差を含め完全な統一は難しいとの意見が出さ

れた。

D PC 対象医療機関の個別指導に関しては，

現在のところ九州各県で大きな問題となった

例はないとの報告があった。審査状況につい

ても，一部の県で事務レベルでの研修が始まっ

たばかり。しかし，今後 D PC 対象医療機関の

増加が予想され，審査体制の確立が指摘された。

また，九州厚生局の指導に関しては，以前

から各県で対応にばらつきのあった新規医療

機関への指導や集団指導に平準化の動きがみ

られるが，その他については例年通りの対応

であるとの報告があった。今後も厳しい方向

での平準化にならないよう九州各県での情報

交換が必要とまとめた。

10．特養配置医師の医療提供について（大分県）

平成20年度介護報酬改定で常勤看護師，夜

勤職員の配置を評価する加算が新設された。

しかし特養に非常勤で配置されている配置（嘱

託）医師は，時間外，休日等の急な呼び出しへ

の対応や，施設内での看取りの増加は大きな
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負担になっているが，その評価はされていな

い。特養の配置医師の診療行為に対し診療報

酬上に大きな縛りがあり，施設看護師が行う

採血，点滴等に対しても医療保険での請求は

認められず，十分な医療提供が出来ないのが

現状である。

宮崎県は，配置医師ということや介護保険

受給者ということで，医療保険の給付や算定

を制限することは問題。複雑な算定ルールの

ため返還等を余儀なくされる医療機関も発生

している。地方においては有床診が毎年廃業

に追い込まれ，介護力のない家庭（老々介護，

認々介護など）が増加している。患者さんの利

便性を考慮し，緊急避難の意味からも制限を

緩和すべきであると回答した。

九州各県，配置医師の制限や給付調整につ

いては，会員の不満も多く，医療と介護を体

系的に見直すべきとの要望が出された。

日医藤原常任理事は，配置医師と施設の契

約の問題もある。特養で手に負えない場合，

すぐに医療機関に送ることが原則。大分県が

特養配置医師を対象に行った実態調査を参考

に全国的アンケートを実施したいと回答した。

総 括

最後に日医藤原常任理事は，医療が政治に翻

弄されている。民主党は官僚主導ではなく政治

主導と言っているが，中医協が医療現場を反映

しない形で，枠組みを決められて動くことは問

題が大きすぎる。先生方の意見を集約して，中

医協をあるべき姿に戻したいと強く思っている。

日医内部の改革は行わなければならないが，全

国をまとめきるのは日医しかないと考えている。

医療界は一丸となって対応すべきであるとまと

めた。

出席者－河野・富田副会長，

松本・荒木常任理事，上田・済陽理事，

竹崎課長

介 護 保 険 対 策 協 議 会

福岡県山内常任理事の司会により開会し，福

岡県川波副会長，日医三上常任理事より挨拶が

あり，福岡県川波副会長が座長に選出され協議

に入った。

１．基本調査の定義見直しにより要介護認定審

査は改善されたのか。（大分県）

２．介護認定制度について（熊本県）

※１，２は一括協議

平成21年４月より要介護認定制度の見直し

が行われ，１次判定ソフトでは要介護度が軽

度に判定される傾向にあったため，10月１日

より，再度の見直しが行われた。非該当が減っ

て，平成21年３月以前の状態に近くなり混乱

もおさまってきたという意見が多かった。

大分県から別杵速見広域圏の報告が詳細に

行われた。１次判定における非該当の割合は

平成19年度が4.9％，平成21年４月見直し以

降が13.4％，平成21年10月の見直し後が9.0％

で，ある程度改善されたが，まだ平成19年度

の約２倍である。要支援２以降では10月の見

直し前後も余り変化がない。２次判定におけ

る非該当の割合は審査員の努力でかなり減ら

しており，平成19年度が1.4％，平成21年４月

見直し以降が3.3％，平成21年10月の再見直

し後が2.1％であった。しかし，要支援２が

要支援１に軽度判定される傾向は改善されて
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いなかった。福岡県からも非該当，要支援１

が減ったとの報告があった。

宮崎県からは宮崎市東諸県の「宮崎方式」で

の２次判定において，平成21年４月の見直し，

10月の見直しにおいても，結果にぶれが生じ

なかったことを紹介した。

日医三上常任理事－平成21年10月の見直しにつ

いて厚生労働省の検証によると，一次判定の

非該当について，全国的には見直し前の平成

20年10月，11月が3.3％，見直し後の平成21

年４月，５月が7.3％，再見直し後の平成21

年10月，11月が4.0％となっている。地域に

よって戻り切ったところも，まだ戻り切って

いないところもあるが，ほぼ戻ったと思って

いる。非該当の率については１次判定も２次

判定も，九州は高いようだ。宮崎方式のよう

に認定調査員，審査会委員がしっかり研修を

積んでレベルが高いところは非該当が低いと

いう結果が出ている。

３．主治医意見書講習会の充実に向けた取組み

について（宮崎県）

主治医意見書研修会への出席者が固定化さ

れ，本当に出席していただきたい方の出席が

少ないことが問題になっている。医師側には

この講習会への出席が義務付けされていない

ため，一度講習会に出席すると翌年からはほ

とんど出席しなくなる。一方で主治医意見書

の記載内容の貧弱さが問題になっており，行

政側から，医師の介護保険への関心の低さを

指摘されかねない状況に陥っている。主治医

意見書不要論や，講習会への出席の義務化が

議論される可能性がある。

各県で，県行政や県医師会，郡市医師会が

工夫しながら開催しているが，参加者増の特

効薬はなかった。鹿児島県からは認定審査会

で実際に役立った意見書事例，改善が必要な

事例をあげるという内容の工夫や，研修参加

者に主治医意見書の記載ポイントをまとめた

簡易マニュアルを配布していると報告があっ

た。北九州市は年に３～５回ある研修の１回

でも受講すれば受付に掲げることのできるシー

ルを配付していると報告があった。

最後に，大分県より「主治医意見書は，医師

が介護保険，患者の生活に関わる大切な足が

かりであるので，真剣に取組んでいただきた

い」と意見があった。

４．認知症支援体制における「かかりつけ医」の

役割と「専門医療機関」の定義について（福岡県）

まず，福岡県より「認知症に関する実態調査」

の結果について報告があった。「認知症患者ま

たはその家族からの相談に応じている」医療機

関は，全体の55.3% であった。診療科別にみ

ると，脳外科，神経内科，精神科等いわゆる

専門医療機関は８割以上が，内科は８割近く，

外科においても６割以上が相談に応じていた。

次に，同じく福岡県から，「中医協の診療報

酬基本問題小委員会において，平成22年度診

療報酬改定の検討項目『認知症対策』では，『専

門医療機関とかかりつけ医の連携』に対する診

療報酬上の対応が論点となっている。しかし，

本会では，認知症支援体制における専門医療

機関とは，必ずしも学会認定医の有無や CT や

M RI等の設置状況などでは，一律に定義づけ

られないと考えている。厚労省が現場にそぐ

わない形で専門医療機関を定義づけることの
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ないように，日医を通じて厚労省へ提言した

い」と各県に意見を求めた。

これに対し宮崎県は「画像診断をはじめとし

た早期症例の診断力があり，一方で緊急避難

的に入院管理のできる体制が必要である。そ

ういう観点から認知症専門医療機関の選定が

なされるべき」，鹿児島県は「認定医でなくと

も認知症をよく診る老年科医，精神科医等が，

例えば他院の CT，M RIを利用，連携すれば

よいわけであり，重装備の必要はない」，大分

県は「『かかりつけ医』と『専門医療機関』とに厳

密な条件をつけて分断し，役割分担をさせる

ことは，例えば，ここ10年の間に内科で小児

科を診なくなってしまったような弊害を生じ

る可能性がある。医師の実力，やる気が重要

であり，設備や資格によって定義するもので

はない」というように医療機器や専門医ばかり

で専門医療機関を決めるべきでないという意

見が多かった。

日医三上常任理事－専門医療機関については，

診療報酬上何らかの基準が必要なので，CT，

M RIがあって専門医が確定診断を行える医療

機関ということで，現在のところは全国に150

か所設置予定の認知症疾患医療センターにな

ると考えられる。しかし介護保険では認知症

疾患医療センターに準ずるところでも可能で

あるし，九州には認知症疾患医療センターが

少ないという事情もあるので，これから相談

していきたい。

５．介護保険関係職種との連携について（大分県）

在宅での医療サービス提供には，かかりつ

け医が関わる機会は多いが，介護サービスに

ついては関心が低く，介護職種との連携は細

い。患者さんが住み慣れた場所で安心・安全

に生活するためには医療職，介護職の協働が

必要である。各県において，これらの在宅療

養に関係する職種による協議会等の態勢につ

いて照会があった。

県単位で各種職能団体が加盟する協議会が

立ち上げられているのは，福岡県と鹿児島県

のみであった。鹿児島県は今年度から県行政

が「在宅医療推進協議会」を立ち上げたばかり

である。

また，福岡県からは，地域包括支援センター

には運営協議会が設置されており，地域の医

師会，各種職能団体より代表者が出席してい

るので，運営協議会を活性化することが急務

と思われるという意見があった。

なお，宮崎県では，職能団体が加盟する公

的な協議会ではないが，平成21年７月に在宅

医療に積極的な有志の医師たちと，訪問看護

ステーション，県介護支援専門員協会を中心

に宮崎キュアケアネットワークが立ち上げら

れ，県医師会介護支援専門員連絡協議会も協

力している。しかし，他職種が期待する医師

の参加が少なく，介護保険制度に対する他職

種のモチベーションの高さに比べ，医師の関

心の低さが際立つ結果となっている。

６．介護職員処遇改善交付金について（鹿児島県）

７．政府は４万円の介護職員の報酬アップを必

ず実行し，それとは別に８％程度の介護報酬

をアップすること（宮崎県）

※６，７は一括協議

宮崎県から次のように提案理由の説明を行っ

た。「長妻厚労相は，参院予算委員会で『介護

職員の報酬を順次引き上げて，最終的に１か

月で４万円の上昇を行う』と発言している。こ

のことは任期中に必ず実行してもらいたい。

しかし同時に『この４万円が事業所の経費に流

れて，職員の処遇改善に結びつかないことが

あってはならないので，その点を検証する必

要がある』と言っている。これまで，介護現場

では厳しい予算の中，必要な出費を削って，

まさに爪に火を灯す思いで介護職員の給与を
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やりくりしてきた。しかし，犠牲になったの

は介護職員の給与だけではない。光熱費や職

員の研修・その他利用者の生活向上に直接か

かわる費用など全てが犠牲になっている。最

も肝心な食費さえも犠牲になっている。４万

円の介護職員の報酬アップは当然として，さ

らに介護現場の疲弊を改善するためには，こ

のほかに８％程度の介護報酬アップが必要で

ある」。

これに対し，各県とも，同じ意見であった。

日医三上常任理事－交付金ではなく介護報酬で

の引き上げということは当然であり，平成23

年度の介護報酬改定で大幅な介護報酬引き上

げが必要と考えている。ただし，報酬アップ

のためには介護保険料を上げる必要があるた

め，市町村の同意も必要であり困難を伴うで

あろう。

８．介護職員の人材育成について（福岡県）

リーマンショック後，雇用の受け皿として

介護現場が期待されたが，現時点でも介護職

員の確保は困難な状況である。

福岡県から，県行政が介護の資格のない離

職者の方を，派遣会社を通じて，社会福祉施

設等に６か月間派遣，研修し，雇用に結びつ

けるという事業の報告があった。400人の定員

に対し，定員以上の応募があり，現在までに

終了した151名のうち77名が正規職員として採

用された。

魅力ある職場にするためには，やはり介護

報酬アップが不可欠であり，ちゃんと給料を

払えれば職員は増えてくるとの意見が多かった。

長崎県からは，他に仕事がないからという

理由で長く勤められるほど甘くない。長期的

には市民の意識改革による社会的地位のアッ

プが必要という意見もあった。

９．介護サービス情報公表制度について（長崎県）

長崎県より，事業所が支払う公表事務手数

料，調査事務手数料の価格決定方法について

照会があった。

各県とも，価格は，県行政の担当課が料金

を積算し条例で決められている。事業所から

は「高すぎる」という不満が多く，医師会から

価格引下げの要請をしている県も多い。それ

により本県も含めほとんどの県で当初より１

万円程度価格が引下げられている。しかしな

がら，まだ高いという意見や，本来行政が負

担すべき費用であるという意見，制度自体の

廃止を求める意見も多く，日医三上常任理事

が国の介護給付費分科会で指摘することになった。

また，宮崎県医師会からは，介護サービス

情報公表事業を県医師会自ら行っており，公

益法人改革の絡みで事業存続について検討を

していると発言した。

出席者－立元・石川常任理事，久永係長

地 域 医 療 対 策 協 議 会

福岡県山岡常任理事の司会により開会し，福

岡県松田専務理事，日医内田常任理事より挨拶

があり，福岡県松田専務理事が座長に選出され

協議に入った。

１．新型インフルエンザワクチン接種費用につ

いて（佐賀県）

【要旨】新型ワクチン接種は全額公費負担で
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接種すべきであり，予診を行った結果，接種

が不可と判断された方は，診察料等は請求で

きない。一方，季節性ワクチン接種（65歳以上

を除く）は自由診療であるため，予診の結果，

接種が不可の場合でも，診察料等の請求は可

能である。ワクチン接種に当たっては，法定，

任意に拘らず，不可と判断された方も，技術

料である診察に係る料金は請求できるように

すべきである。

【回答】各県ともに，新型ワクチンの全額公

費負担・予診結果で不可の際の診察料等の請

求ができるようにすべきとの意見であった。

その他の意見として，日医へは，厚労省としっ

かりと協議・連携して，対策全般への機敏な

対応を求めたい。また，接種回数決定の時期

の遅さ，事務量の煩雑さ，10�バイアルでの

配布，ワクチン返品などについて苦言や要望

が多数出された。また，本県から，ワクチン

の在庫を抱える医療機関が多く，負担となっ

ていることを報告し，在庫の返品を可能とし

て，国による在庫の買い戻しの要望と，医療

機関同士の融通についても対応してもらよう

要望があった。

日医内田常任理事－今回の件は混乱を生じた。

今後，重症型が入ってきた際の対応をどうす

るのか，今回の検証をしっかりとして，今後

の体制づくりに生かしていきたい。ワクチン

の再利用はむずかしいので，医療機関の在庫

分は国に買い取るように要望する。

２．新型インフルエンザワクチンの集団接種体

制に対する各県の取組み状況について

（鹿児島県）

３．小児の新型インフルエンザワクチン接種を

効率よく行うために，集団接種などを行って

いるかどうか（長崎県）

※２，３は一括協議

【要旨】小児の流行を抑えることが社会全体

の流行拡大防止のキーポイントと言われてい

る。しかし厚労省による小児のワクチン接種

の唐突な前倒しにより，小児科医は診療とワ

クチン接種に忙殺されて疲弊し，ワクチン接

種ははかどっていない。より多くの小児のワ

クチン接種を短時間に行うには，集団接種や

他科診療所における接種が必要である。実施

にあたっては，接種医やワクチンの確保，接

種場所，地域住民への広報啓発，接種過誤対

策などクリアしなければならない点も多く，

集団接種が実現していない。貴県の実情をお

聞きしたい。

【回答】集団接種は接種効率から非常に有効

な手段であり，行政がリーダーシップをとっ

て行うべきである。教育委員会等の反対があ

るので，日医から厚労省へ集団接種の復活を

求め，国から教育委員会等への働きかけが重

要である。日医でもワクチン接種の検討会を

開催すべきである，などの意見が出された。

本県では，宮崎市が医師の雇いあげ方式によ

る休日を利用した集団接種，美郷町の公立病

院を利用した効率的な接種などが行われた。

日医内田常任理事－集団接種は，現場の意見を

踏まえ検討することが必要で，集団接種の評

価を現場で行っていきたい。

４．パンデミック期の診療所の診療体制につい

て（長崎県）

【要旨】各診療所が患者の受診状況に応じて

診療時間を延長することにしたが，時間延長

の公表は控えた方が良いとの意見が多い。休

日当番医や急患診療所の出動医の増員で対応

する医師会が多いようであるが，診療所医師

による病院外来の応援などの積極的な対応を

計画している医師会はないか。

【回答】各県で診療時間の延長や，在宅当番

医数を増やすなどの対応を郡市医師会単位で

実施している。病院外来の応援などの事例は
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ないようである。パンデミック期の対応のた

めには，人工呼吸器の台数がとても足りない

ので，日医を通して，今のうちに整備できる

ように国へ働きかけをして欲しいなどの意見

が出された。

日医内田常任理事－国の対応でもイニシアチブ

の取り合いがあったり，専門家会議に現場の

意見が反映されないなどの問題点があった。

今回の新型インフルエンザへの対応について

は，パンデミック期の際の対応，集団接種の

対応等の総括を必ずやり，今後への検証とし

たい。

５．認定産業医の処遇について（大分県）

【要旨】新たな認定産業医が増えてきたこと

から，各認定産業医宛にアンケート調査を行っ

た結果，処遇に関して，事業所側と産業医側

との間にミスマッチがあることが判明した。

報酬額については，事業所との関わりの濃淡

で報酬額に高低があり，職場巡視は，法定の

月１回巡視がなされていない事例が多く，報

酬額との絡みで事業所側の非協力的意向が強

く，産業医活動は一部の産業医に集中してお

り，認定医を取得しても活動を希望しないケー

スが生じている。本県では，新規の産業医の

選定については，郡市医師会を通している。

【回答】各県ともに同様な問題を抱えている

が，具体的な解決策が見つかっていない。報

酬額については，日医にスタンダードなもの

を示して欲しい。巡視等の規則を守らない事

業場は，医師会が指導できるようにして欲し

い。事業場は産業医を必ず置くように，再度，

徹底させて欲しい。などの意見が出された。

６．地域産業保健センター事業について（福岡県）

【要旨】昨日，日医から「地域産業保健センター

事業に関する調査」の依頼があったが，郡市医

師会と労働局との契約から，22年度からは都

道府県医師会と労働局が契約をして，今まで

の各地域産業保健センターの事業を県内で統

一（都道府県単位の共同運営方式）して県医師

会が実施せよとのことである。具体的・実務

的な部分で不明な点が多いが，他県の意見を

参考としたい。

【回答】従来から問題となっていた，①事務

作業が煩雑であり，事務委託費（事務員の謝金

等）等の請求がほとんどできない，②委託費の

科目間流用枠20％では，ニーズに合わせた柔

軟な対応ができない，③労働局等の会計監査

への対応が大変である，などの地域産業保健

センターの懸案事項も多々あり，統括コーディ

ネーターの選任の必要もあるので，各県とも

に受諾の有無等は今後検討するとのことで

あった。

７．医療機関に対する事業税非課税の特例措置

の継続について（長崎県）

【要旨】政府税制調査会は医療機関に対する

事業税の非課税措置を2010年度はそのまま継

続する方針であるが，特例措置の継続は予断

を許さず，もし廃止されると多くの医療機関

が廃院に追い込まれると思われる。現時点に

おける事業税非課税に関する情勢と，日医の

対応について伺いたい。

【回答】各県ともに，知事や国会議員に対し

て，要望書を提出するなどの対応をとっている。

日医内田常任理事－事業税の非課税は，診療報

酬で十分に手当できない部分の補てんの意味

合いもあり，地域医療の確保，医療機関の経

営を担保してきた背景がある。民主党政権と

なり，不公平税制の最たるものだとのことで

あり，１年かけて議論して進めることになっ

ているが，万が一非課税の幅が小さくなる，

撤廃されるとなった場合は，診療報酬や他の

手当で担保されなければ，地域医療の崩壊に

繋がることをしっかりと伝えていきたい。各

県においても，地元選出国会議員，民主党県
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連にしっかりと働きかけをお願いしたい。

８．高齢者医療制度について（熊本県）

【要旨】日医は高齢者医療と介護を一体化し

た新たな制度を提唱したが，旧政権下で法案

化され2008年４月よりスタートした高齢者医

療制度は，日医の提唱とは大きく異なって，

対象者である後期高齢者にとっても，医療を

担当する医師にとっても利用しにくく，負担

の大きな制度となった。新たに政権を担うこ

ととなった民主党政権は，マニフェストで後

期高齢者医療制度の廃止を挙げているが，医

療の現実から，廃止は困難という見解を出し

ている。日医が従来主張してきた制度を今後

どのように実現していくのか，更に高齢者医

療制度に限らず，崩壊に瀕している医療制度

全体のあるべき姿や見通しについて日医の見

解を伺いたい。

【回答】各県からは，日医に対して国民皆保

険を堅持するために，財源を獲得する具体的

方法を整理検討し，厚労省に提言して欲しい

等の意見があがった。

日医内田常任理事－日医は高齢者のための医療

制度について，保障の理念の下，①75歳以上

の高齢者を手厚く支える，②若者から高齢者

まで急性期から慢性期まで切れ目のない医療

を提供する，③医療費の９割は公費負担とす

る，④保険料と患者一部負担は合わせて医療

費の１割とし患者一部負担割合は所得によら

ず一律とする，⑤運営主体は都道府県とする，

という提案をしてきた。

民主党のマニフェストに，後期高齢者医療制

度は廃止し，国民皆保険制度を守るとし，３

党連立政権合意では，廃止に伴う国民健康保

険の負担増は国が支援するとまとめられた。

これに基づき，「高齢者医療制度改革会議」が

設置され，この会議では，①後期高齢者医療

制度は廃止する，②マニフェストで掲げてい

る「地域保険としての一元的運用」の第１段階

として，高齢者のための新たな制度を構築す

る，③後期高齢者医療制度の年齢で区分する

という問題を解消する制度とする，④市町村

国保などの負担増に十分配慮する，⑤高齢者

の保険料が急に増加し不公平なものにならな

いようにする，⑥市町村国保の広域化につな

がる見直しを行う，という６点を基本として

新たな制度の検討にあたっている。

この検討会議で新しい高齢者医療制度の創

設までのスケジュールが示されており，平成

22年夏に中間とりまとめ，その後，意識調査

や地方公聴会を開催して国民の声を聞き，平

成25年４月から新しい高齢者医療制度を施行

することとなっている。日医としては，この

検討会議の中で日医の考えを主張していく。

併せて定例記者会見，新聞意見広告等と通じ

て日医の主張を訴えていくことが肝要だと考

えている。各県においても，地元選出国会議

員への働きかけをお願いしたい。

出席者－佐藤・吉田・大塚・古賀常任理事，

金丸・矢野理事，小川課長
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九州医師会連合会常任委員・
九州各県医師会次期会長合同会議

と き 平成22年３月６日�

ところ ホテル日航福岡

開 会
九州医師会連合会長挨拶
横倉福岡県医師会長
報 告
１．九州医師会連合会常任委員・九州各県医師
会次期会長日医代議員協議会（３月６日�福岡
市）について（福岡）
日時 平成22年３月６日�17‥00～17：50
場所 ホテル日航福岡

２．九州ブロック日医代議員（含・次期）連絡協
議会（３月６日�福岡市）について（福岡）
日時 平成22年３月６日�18‥00～18‥50
場所 ホテル日航福岡

協 議
１．九州医師会連合会第309回常任委員会の開催
について（鹿児島）
次の通り開催されることとなった。
日時 平成22年４月17日�16‥00～16‥50
場所 城山観光ホテル
常任委員会終了後「九州医連連絡協議会第
17回常任執行委員会」が開催されることと
なった。

２．平成22年度（第32回）九州各県保健医療福祉
主管部長・九州各県医師会長合同会議の開催
について（沖縄）
次の通り開催されることとなった。
日時 平成22年６月４日�16‥00～20‥00
場所 沖縄ハーバービューホテル

３．九州ブロックから推薦する次期日本医師会
役員等の候補者について（福岡）

次の通り九州ブロックから推薦すること
となった。
・理事（２名）
沖縄県 宮城信雄先生
鹿児島県 池田琢哉先生
・監事（１名）
大分県 嶋津義久先生
・裁定委員（１名）
宮崎県 秦喜八郎先生

・常任理事 後日協議予定
４．平成22年度，23年度における日本医師会代
議員会の諸委員について（福岡）

次の通り推薦することになった。
・議事運営委員（１名）
福岡県 横倉義武先生
・財務委員（２名）
佐賀県 横須賀巖先生
福岡県 松田峻一良先生
選挙立会人，開票管理人については，九

医連の横倉会長・池田副会長に一任するこ
ととなった。

５．第122回日本医師会定例代議員会（平成22年
４月１日・２日）開催に伴う九州ブロック（次
期）日医代議員連絡会議の開催について（福岡）

次の通り開催されることとなった。
１）日時 平成22年３月31日�18：00

場所 第一ホテル東京
５階 ラ・ローズ

２）日時 平成22年４月１日�・２日�９：00
場所 日本医師会館（九州ブロック控室）

６．日本医師会次期会長候補者の推薦について
（福岡）

再度，協議することとなった。
７．日本医師会次期役員等候補者の推薦届出と
都道府県医師会選出日医代議員への文書によ
る協力依頼について（福岡）

九医連として各都道府県医師会に依頼を
行うが，福岡県が事務処理することとなった。

８．その他
医療機関における新型インフルエンザワク
チンの在庫の取り扱いについて（福岡）
医療機関に在庫量が多く，行政に善処を

求めることとするが，九州厚生局に要望を
していくこととなった。

出席者－稲倉会長，田中事務局長
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九州医師会連合会常任委員・次期日医代議員協
議会
九州医師会連合会長の横倉義武先生より，３
月末をもって福岡が担当する九州医師会連合会
の全行事が終了することになり，４月１日から
は鹿児島県医師会へお願いすることになる。こ
の１年間，何かと不行き届きな点があったかも
しれないが，皆様方の温かいご指導とご協力の
お陰で，大過なく役目を果たすことが出来そう
であるとの挨拶があり，引き続き，慣例により，
九州医師会連合会長の横倉会長を座長に選出し，
報告・協議に入った。
報 告
１．九州ブロック日医代議員（含・次期）連絡会
議（３月６日�福岡市）について
横倉座長から会議日程及び協議内容につい
て報告があった。
協 議
１．九州ブロックから推薦する次期日本医師会
役員等の候補者について
横倉座長より，理事，裁定委員については，
先に開催された常任委員会で確認を行った旨
の報告があり，以下の先生方を候補者とする
ことに決定した。
理 事 沖 縄 県 宮城 信雄 会長

鹿児島県 池田 琢磨 会長
監 事 大 分 県 嶋津 義久 会長
裁定委員 宮 崎 県 秦 喜八郎 顧問
２．平成22年度，23年度における日本医師会代
議員会の諸委員について
横倉座長より，九医連の申し合わせ事項に
より，先に行われた常任委員会において，議
事運営委員に福岡県の横倉義武代議員，財務
委員２名に佐賀県の横須賀巖代議員，福岡県
の松田峻一良代議員を推薦することが確認さ
れた旨の報告があり，協議の結果，推薦する
ことに決定した。

選挙立会人，開票管理人については，３月
27日に選挙代議員の議事運営委員会が開催さ
れるので，その際，議長より九州ブロックに，
割り当てがあった場合に九医連会長，副会長，
議事運営委員に一任いただきたいということ
であった。
３．第122回日本医師会定例代議員会（平成22年
４月１日・２日）開催に伴う九州ブロック日医
代議員連絡会議の開催について
今年度より，前日（３月31日）の18：00より，
新橋の第一ホテル東京５階会場「ラ・ローズ」
にて開催するとの報告があり決定された。
４．日本医師会次期会長候補者の推薦について

３名の立候補予定者の演説会を拝聴してか
ら各県で協議していただき，九州各県会長と
も相談しながら九州医師会連合会の対応を決
めたいということであり，了承された。
５．日本医師会次期役員等候補者の推薦届出と
都道府県医師会選出日医代議員への文書によ
る協力依頼等について
日本医師会への推薦届出と，全国の日医代
議員等へ文書で協力依頼するものであり，届
出及び推薦も慣例により担当県が準備発送す
る旨の報告があり了承された。
次期日本医師会会長選挙立候補予定者演説会

森洋一先生，原中勝征先生，唐澤�人先生
の３人が演説を行った。
九州ブロック日医代議員（含・次期）連絡会議
引き続き九州ブロック日医代議員（含・次期）
連絡会議が開催され，社会保険診療報酬検討
委員会は飯星元博委員（熊本県）より，また地
域医療対策委員会は安里哲好委員（沖縄県）よ
り報告があった。

出席者－稲倉会長，河野・富田副会長，
大坪日医代議員，
田中事務局長，伊東課長，松本係長

九州医師会連合会常任委員・
次期日医代議員協議会

九州ブロック日医代議員（含・次期）連絡会議

と き 平成22年３月６日�
ところ ホテル日航福岡
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都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会

と き 平成22年２月12日�

ところ 日本医師会館

日医今村聡常任理事の司会で開会された。

日医唐澤会長挨拶

地域産業保健センター事業については，２

年前に随意契約が見直され，各地域産業保健

センターが手上げ方式での入札方式での契約

となった。多くの課題を克服し，全国347の全

ての地域産業保健センターが今までどおり継

続して事業を引き受けていただいたことに御

礼申し上げる。地域産業保健センターは，限

られた予算と大きな制約の中，産業医選任義

務のない小規模事業場の労働者の健康管理に

大きく貢献しており，郡市医師会の協力に感

謝申し上げる。同センターの運営が，昨年の

政権交代により大きな変更を余儀なくされて

きており，実施体制が郡市医師会や都道府県

医師会の意向を踏まえず見直されたことにつ

いては誠に遺憾である。今回の事業の見直し

については，日医は協力しないという道も選

択できるが，同センターの事業は重要なもの

であり，医師会としての使命と思い，日医役

員の打ち合わせ会議で日医の考え方を協議し，

方向性としては理解するので，結果としては

協力をしていくことを決めた。平成22年度か

らの実施は急ぎ過ぎであり，各都道府県医師

会の実状におまかせしたい。

議 事

地域産業保健センター事業の見直しについて

（日医今村聡常任理事）

突然の様々なお願いでご迷惑をおかけして

申し訳ない。今回までの経緯として，19の労

働局に会計検査院の実地検査が入り，そのう

ち15の地域産業保健センターに対して，直接，

実地検査が入った。全ての地産保について不

適正経理の指摘がなされ，不適正金額を労働

局へ返還するよう求められた。

昨年の７月１日の参議院本会議で決算に関

する決議が示され，厚労省の委託事業の不適

正経理の多発が指摘された。12月にこの地産

保事業制度について厚生労働大臣に説明がな

され，12月中旬に厚労大臣から，再発防止策

として全国347の地産保との契約ではなく，県

単位の事業（契約）に変えるようにとの指示で

あった。

その後，12月14日に厚労省が日医に来て，

民間ではこの事業の実施は無理であり，県単

位ということであれば，都道府県医師会で可

能ではないかと言ってきたが，予算が使いづ

らい，傾斜配分が難しい等のことにより，22

年度からの事業としての返事は日医として保

留した。日医産業保健委員会でも，地産保の

事業としては，将来は県単位で実施しても良
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いのではないかということが議論されていた。

事業を実施している郡市医師会で，一生懸命

にやっている郡市とそうでない郡市とでは温

度差がかなりあり，一緒くたにはできないと

いう事情もある。

１月26日に日医の役員会の結論をまとめさ

せていただき，都道府県医師会で事業を受け

られない所は，その県に医師会と良好な組織

があればそこに委託していただき，協力して

欲しい。日医としては，産業保健推進センター

がその良好な協力関係を築ける組織と認識し

ている。

３月３日までに手を挙げていただければ，

22年度の事業費が概算払いされ，もし，経費

があまった場合は返還することも可能である。

産業医等への謝金のやりとり等について，こ

れまでは郡市医師会でやっていたものを県医

師会で直接行うこともある。郡市の先生方の

対応としては，今まで通り郡市医師会で産業

保健事業を続けていただき，そのままの対応

である。看板についても，そのまま掲げてい

ただいて構わないが，コーディネーターとの

契約は県医師会がすることになる。３月３日

までの間に労働局が説明にくるので，そこで

十分に話し合いをして，協力をしていただき

たい。

民間の健診事業者が小規模の事業所の健診

をとるために手を挙げることもあり得るとの

ことであるが，実際は難しいと思う。

都道府県の産業保健推進センターが手を挙

げることも想定されている。県医師会では大

変なので，推進センターにお願いしたいとの

こともあり得る。そのような形でも構わない。

大変な事業であるが，推進センターの所長を

県医師会の会長が兼務している所もかなりあ

るので，そのような検討も行っていただきた

い。しかしながら，推進センターで小規模事

業場の事業を行うことについては，今後，ずっ

と事業を継続していくことは想定していない。

最後に，県医師会には新たな負担をおかけ

することになるが，ぜひ，よろしくお願いし

たい。総論的なことは，今，お話ししたが，

後は質疑応答の時間としたい。

質疑応答

各都道府県医師会から，費用のあり方や都道

府県医師会が受託できない場合の対応など，様々

な質問や要望が寄せられた。主な質疑応答は以

下のとおりであった。

Ｑ：郡市医師会がやっている事業であり，県医

師会の担当理事が詳細をなかなか把握しきれ

ていない。経費もほとんど認められておらず，

会計検査院の指摘を口実に，年々，条件がき

びしくなっている事業である。予算が十分で

ないのに，県医師会に唐突に引き受けろと言

われても無理がある。

Ａ：国の大きな方針として，都道府県単位で地

産保事業を実施し，経理事務等を県医師会で

やっていただき，実際の健康相談窓口などは

従来通り郡市の地産保でやっていただくこと

であるので，協力をお願いしたい。会計検査

院の指摘は，どうしても遡って行うので，矛

盾が生じている点があれば，働きかけはし

たい。

Ｑ：推進センターの所長と県医の担当理事を兼

務している。推進センターが受けることは，

予算が本年度事業で３割減とされており，来

年度の事業予算も更に３割減が示されている

中で，地産保の事業を引き受けることは無理

である。県内の各地産保の事業を受けること

は難しく，統括コーディネーターの配置が重

要な役割となる。郡市のコーディネーターと

しては楽になるので，労働局も各郡市医師会

も楽になり，県医師会のみが負担となる仕組

みである。統括コーディネーターの謝金が一

番大きな問題である。

Ａ：厚労省案として予算案をもらっており，本

当はお示ししたいところではあるが，企画競

争入札の形となっているので本日は示せない。
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ただし，県医師会の統括コーディネーターは

月に２回出務する形が示されている。

Ｑ：都道府県医師会が契約して，それを郡市医

師会に再契約はできないことになっている。

都道府県医師会に余剰人員はおらず，経費も

出ない。そのような中，例えば，大方の地区

医師会が賛同し，数か所の医師会が地産保の

事業をしないといった場合はどのようにすれ

ば良いか。

Ａ：１～２か所の地産保が事業をやらず，大方

の地産保がやると言った場合は，やらないと

言った医師会ではなく，その地区の病院・診

療所で引き受けてやってもらえればそれで良

い。都道府県医師会に配置される統括コーディ

ネーターは，月２回位しか出てくる業務はな

いと考えられ，事務量は大変なものは想定し

ていない。契約主体が県医師会となるだけで

あり，実際の事業はこれまでの地産保で，今

まで通りの方法で実施してもらい，これまで

通りの経費を支出することも可能である。県

医師会で受けて，企画を提出しろとのことで

あるが，各地産保の事業を全部丸投げという

企画書さえ出さなければ企画は通ると思う。

Ｑ：推進センターが活躍しているので，推進セ

ンターに業務をして欲しいと考えているが，

将来の推進センターの立つ位置はどうなって

いるのか。

Ａ：臨時的に推進センターで受けてもらうこと

は良いが，将来もずっとということは想定し

ていない。推進センターは機構の中では，今

後も継続して事業をやっていく方針であると

考えている。地域の郡市医師会は，受けない

所も出てくる。その場合は，県内でも大きな

格差があるので，だめな地区は医療機関で実

施して欲しい。穴が出た郡市医師会は，医療

機関を選定してやっていただければそれで

良い。

Ｑ：各地産保がやると言わなければ，この事業

は引き受けられない。県内の全部の地産保が

受けられないとの判断であった。どうすれば

良いのか。

Ａ：郡市医師会にご理解をいただきたいと思う。

また，労働局が基準監督署と協調して，郡市

医師会を説得しないといけないと思う。労働

局が郡市医師会に協力を促すしかない。日医

としては，強制はできないし，する予定も

ない。

Ｑ：各都道府県医師会は受けられる所は受ける

ので，厚労省には重箱の隅をつつくような細

かなことは言うなと日医から国に申し入れを

して欲しい。

Ａ：契約主体だけが都道府県医師会となり，事

業は今まで通り郡市医師会が継続して実施す

る制度であるので協力をいただきたい。予算

の配分や監査対応などは，県医師会がやるこ

とになる。

日医認定産業医制度実施要領の改定について

日医今村常任理事は，日医認定産業医制度の

実施要領の改定について説明され，主な改定内

容として，�基礎研修修了者に対して交付する

認定証の改定，�基礎研修会は，労働安全衛生

規則に規定された研修として実施することを明

記，�１単位は１時間であることを明記，�産

業医学研修会申請書・報告書の様式の改定，の

４点を挙げた。

日医認定産業医研修会について，基礎研修会

（未認定医の研修会）については，日医と都道府

県医師会だけが厚労省から指定された機関とな

り，郡市医師会・産業保健推進センターは，主

催が都道府県医師会となり，協力者が郡市医師

会・産業保健推進センターとなる（推進センター

で開催する研修会は，費用が負担できないため，

生涯研修会（認定医の研修会）のみになるであろ

う）。従来は共催として都道府県医師会，郡市医

師会・産業保健推進センターであった。今後は，

日本医学会に加盟していない団体等からの協力

依頼についても，特に基礎研修会については認

められなくなる。
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このほか，産業医学振興財団から，同財団が

都道府県医師会に委託している産業医研修事業

について，改正の趣旨や骨子の解説が行われ，

産業医が充足しているので，産業医養成の研修

会（基本研修）に対しては国の補助金等は拠出で

きないことが，平成21年３月30日に示された。

今後は，産業医基本研修を廃止（補助金の支出を

やめる）する。基本研修の前期研修は，22年９月

までの実施分は委託金が支出される。それ以降

は支出されない。資質向上研修は，基礎研修に

出席した人の分は支出しないが，生涯研修の分

は支出する。産業医学振興財団が都道府県医師

会に委託する研修事業のうち，基礎研修会の費

用は支出されない。通常の産業医研修会は，基

礎研修会と生涯研修会を兼ねて開催しているが，

要した経費を基礎研修会受講者数と生涯研修会

受講者数の割合により按分し，生涯研修会受講

者数相当分の経費を財団が支出することになっ

た旨の説明が行われた。

出席者－大塚常任理事，小川課長

宮崎県医師会では，県医師会館で開催される

講演会・研修会に参加される医師（医師会員で

なくても可）のお子様を対象に本会館１階に臨

時の無料託児ルームを設置いたします。県医師

会が契約した保育士が対応いたします。

ご利用の場合は，事前の予約が必要となりま

すので，ご希望の方は開催日の２週間前までに

県医師会までご連絡ください。

お問合せ先

宮崎県医師会

TEL ０９８５－２２－５１１８

FA X ０９８５－２７－６５５０

担当 冨高・小川

宮崎県医師会無料託児サービスのお知らせ
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お知らせ
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■救急応援の診療所医師に補助金
―厚労省，10年度から―

厚生労働省は，地域の診療所の医師が２次救

急医療機関などの夜間・休日の診療支援を行う

際の経費を補助する「診療協力支援事業」を2010

年度から実施する。２次救急医療機関の要請を

受けて，診療所が医師を派遣した際に出される

手当のうち，１人１回当たり１万3570円を上限

に国が補助する。病院勤務医の負担軽減ととも

に，診療所医師の救急医療への参画を促すのが

狙いだ。

「診療協力支援事業」の予算総額は２億2949万

円で，１施設当たりの積算単価は約500万円を見

込んだ。国の補助率は３分の１で残りは都道府

県などが補助する。

厚労省は２月26日，全国医政関係主管課長会

議で事業の詳細を示した。会議では「オンコール

体制などを取っている場合は対象となるのか」と

質問が上がった。厚労省医政局指導課の古川浩

二課長補佐は「原則としてオンコール体制だけで

は対象とならない。オンコールで診療所の医師

が２次医療機関に呼び出されて診療を行った場

合に対象になる」と説明した。

●空床確保の補助も実施

厚労省は，受け入れ困難事案の患者を受け入

れるために空床を確保した場合に補助する「受入

困難事案患者受入医療機関支援事業」も10年度か

ら実施する。

改正消防法で策定が義務付けられた「傷病者の

搬送と受け入れの実施基準」に対応して新設した。

実施基準では，救急受け入れに対応する医療機

関を緊急性や専門性などに応じてあらかじめリ

スト化することになっており，リストに記載さ

れた病院では救急受け入れに対応するため空床

の確保が必要になる。

同事業も国の補助率は３分の１で，１日１床

当たり原則２万9110円を国が補助する。予算総

額は４億5068万円。受け入れ困難事案としては

▽急性アルコール中毒▽背景に精神疾患がある

場合―などが挙げられている。

（平成22年３月２日）

■介護療養の事業活動収入，改定後に
0.1％増

厚生労働省が３月３日の社会保障審議会・介

護給付費分科会調査実施委員会に報告した「2009

年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると，

介護療養型医療施設の09年９月の事業活動収入

（介護保険事業以外の収入も含む）は１施設当た

り平均5812万円で，08年９月から0.1％増加して

いたことが分かった。ただ事業活動収入のうち，

介護収入は08年９月から4.3％減少し1926万9000

円だった。

給与総額は2817万8000円で08年９月から0.4％

増加。給与総額は事業活動収入の48.5％を占め

ており，08年９月から0.1ポイント増加した。

介護老人保健施設の事業活動収入は3602万2000

円で，08年９月から4.5％増えた。給与総額は1706

万9000円で08年９月から2.3％増加したが，事業

活動収入のうち，給与総額の割合は47.4％で，

１ポイント減少した。

介護老人福祉施設の事業活動収入は2444万円

で，08年９月から3.5％増加。給与総額は1223万

4000円で2.3％減少しており，事業活動収入に占

める給与総額の割合も，2.9ポイント減の50.1％

だった。 （平成22年３月５日）

■心肺停止の３次搬送に格差
―消防庁検討会が報告書―

救急搬送された心肺機能停止患者のうち３次

救急医療機関で受け入れた患者の割合が，都道

府県別で最大60ポイント余りの差があることが，

総務省消防庁の救急業務高度化推進検討会（座長＝

山本保博・東京臨海病院長）が３月12日にまとめ

た2009年度報告書で明らかになった。報告書で

は調査結果を踏まえ，消防法改正によって都道

日医FAXニュースから
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府県が策定することになった救急搬送・受け入

れに関する実施基準に関して「地域の医療体制の

差異を踏まえ，心肺機能停止傷病者に関する実

施基準を策定することが重要」と指摘している。

同検討会の下部組織に当たる３つの作業部会

のうち「メディカルコントロール（ＭＣ）作業部会」

が昨年12月に実施。１か月で発生した心肺機能

停止患者の搬送先などについて調べた。３次救

急医療機関に搬送された割合が最も高かったの

は東京都で64.4％，最も低かったのは長崎県

の3.8％で，両者の差は60.6ポイントだった。

長崎県では83.2％が２次救急医療機関に搬送

されていたほか，秋田（94.2％），京都（85.9％）

など５府県で８割以上を２次救急医療機関に搬

送していた。

このほか，大阪市と栃木県の一部で同時期に

全搬送患者を対象に実施した調査では，患者の

状態に関する救急隊と医療機関の判断の差に関

する結果も明らかになった。救急隊が「初期対応

が適当」と判断した事例のうち，医療機関が「２

次・３次対応が必要」としたのは大阪で28.5％，

栃木で32.0％。救急隊が「２次対応が適当」と

した事例のうち，医療機関が「３次対応が必要」

としたのは大阪で2.0％，栃木で7.6％だった。

（平成22年３月16日）

■特養の介護職員「医行為」実施へ
―厚労省検討会が報告書―

厚生労働省の「特別養護老人ホームにおける看

護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に

関する検討会」が３月25日に開かれ，報告書案を

おおむね了承した。

一定の条件を満たせば，特別養護老人ホーム

（特養）で介護職員が看護職員と連携して「医行為」

である口腔内のたん吸引や，胃瘻による経管栄

養の一部を実施することを認める方針を盛り込

んだ。

ただ，実施を認める根拠を「違法性阻却」とし

たことから，委員からは今後「医行為」の概念や

枠組みをあらためて整理する必要性があるとの

指摘も上がった。

最終的な報告書は座長が委員らと連携して今

月中に取りまとめる予定で，報告書がまとまり

次第，厚労省医政局が通知を発出する予定とし

ている。

モデル事業の結果を踏まえ，特養で介護職員

が看護職員と連携して実施することを認めた「医

行為」は�口腔内（咽頭の手前まで）のたんの吸引

�胃瘻による経管栄養（栄養チューブなどの接続・

注入開始を除く）―の２項目となっている。特養

で介護職員が看護職員と連携してこれらの行為

を行うことについて，目的の正当性や必要性・

緊急性が認められるとし「違法性が阻却される」

とした。胃瘻の状態に問題がないことの確認や，

栄養チューブと胃瘻との接続，注入開始などは，

看護職員が行うことが適当とした。

実施に必要な条件には▽入所者の同意▽配置

医から看護職員に対し書面による必要な指示が

ある▽看護職員の指示の下，看護職員と介護職

員が連携・協働して実施を進める▽看護職員・

介護職員に対する研修の実施―などを挙げた。

三上裕司委員（日医常任理事）は「特養で限定し

て違法性が阻却されるとすると，ほかの施設で

は阻却されないということに，はっきり決めら

れてしまうのではないか」と指摘。介護職員によ

る口腔内のたん吸引などについて「できれば合法

になるような形を取れないものか。医行為から

外してはどうか。あるいは準医行為という形で

新たな枠組みにするということも，医行為から

外すということになる」とし，「将来，禍根を残

すようなやり方ではなく，合法になるような方

法を考えていただければと思う」と強調した。

これを受け厚労省は「ほかの施設はどうなのか

という問題は常にある」とした上で「一定のニー

ズがあるということや，医師，看護師が施設内

にいて，連携体制を取り得るという条件がそろっ

た施設として，今回，特養という施設に限定し

て議論した」と説明した。（平成22年３月30日）
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■慰謝料請求を棄却
―タミフル訴訟で岐阜地裁―

2004年２月，インフルエンザ治療薬タミフル

を服用後に異常行動を起こして死亡した男子高

校生（当時17）の父親（52）が，厚生労働省所管の

「医薬品医療機器総合機構」にタミフルの影響を

認められず精神的苦痛を受けたとして，機構に

慰謝料100万円を求めた訴訟の判決で，岐阜地裁

は２月４日，請求を棄却した。

野村高弘裁判長は判決理由で「別の薬を（副作

用の）原因とした機構の認定は，一応の合理性が

認められる」などと指摘した。

訴えなどによると，高校生の長男は04年２月

４日，病院で A 型インフルエンザと診断され，

処方されたタミフルを５日に服用，約３時間後

にはだしのまま国道に飛び出し，トラックには

ねられ死亡した。

副作用被害が認められ，機構は給付金支給を

決定したが，原因は別の薬と認定。父親は機構

の決定を不合理とし「再発防止のためにもタミフ

ルの認定を期待したが裏切られた」などと主張した。

■「申し訳ない」病院が謝罪
―男性ケアマネが勤務―

高齢姉妹の口座から現金5200万円以上を引き

出した疑いがあるとしてケアマネジャーの男性

元職員（61）を懲戒解雇した兵庫県明石市の明舞

中央病院が５日午後，記者会見し「利用者に大変

ご迷惑をかけ誠に申し訳ない」と謝罪した。

会見したのは病院を運営する医療法人明仁会

の山下修一理事長ら。元職員は同病院に25年間

勤務し，看護師としても働いていた。まじめで

勤務態度は問題なく，山下理事長らは「信頼して

いたので信じられない」と話した。

発覚後，同病院は元職員が所属していた居宅

介護支援事業所を廃止。今後は再発防止策を検

討するという。

■点滴間違えの責任認め和解
―150万円支払い，松山地裁―

愛媛県大洲市の大洲中央病院に入院中，他人

の薬剤を誤って点滴され，心臓などに後遺症が

出たとして，松山市の女性（58）が病院側に約2900

万円の損害賠償を求めた訴訟は２月10日，松山

地裁（山本剛史裁判長）で和解が成立した。

双方の関係者によると，病院側が薬剤を間違

えた責任を認め，150万円を支払う。後遺症との

因果関係は認められなかった。

訴状によると，女性は2002年７月に脳梗塞の

疑いで同病院に入院。他人の名前が書かれた造

血剤を誤って点滴され，心臓などに障害が残っ

たと主張していた。

■妊婦死亡で遺族と市が和解
―奈良，800万円支払い―

奈良県大和高田市の市立病院で妊婦（当時35）

が死亡したのは，出産時の処置が不適切だった

ためとして遺族が同市や男性産科医（37）＝退職＝

に約9700万円の損害賠償を求めた訴訟は２月17

日，市が和解金800万円を支払うことなどの条件

で，奈良地裁（一谷好文裁判長）で和解が成立した。

双方の代理人弁護士によると，市は３月の定

例議会の承認を得て和解金を支払い，原告側は

産科医への請求を放棄する。

訴状によると，妊婦は2004年10月，市立病院

で出産中，吸引分娩の処置が原因で大量出血，

死亡したとしている。子どもは無事に生まれた。

高田署は06年３月，業務上過失致死容疑で産

科医を書類送検したが，奈良地裁は嫌疑不十分

で不起訴とした。その後，検察審査会が不起訴

不当の議決をしたが，08年11月，再び不起訴と

なった。

医 事 紛 争 情 報

―メディファクスより転載―
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■病院が2700万円賠償へ
―食事詰まらせ患者死亡―

兵庫県川西市の市立川西病院は２月16日，入

院していた同県猪名川町の男性患者（当時69）が

昨年10月，食事をのどに詰まらせ窒息死したの

は病院に責任があったとして，遺族に2700万円

の損害賠償を支払うことで合意したと発表した。

病院によると男性は昨年10月７日に肺炎で入

院，同11日の夕食時，看護師が目を離したすき

に食事を詰まらせ死亡した。

男性の家族は入院時に「食事を詰め込みすぎる

ので見守ってほしい」と依頼していたが，看護師

同士の引き継ぎが徹底されず，当時は誰も介助

していなかった。

遺族が同月，病院に3500万円の損害賠償を請

求していた。

病院は「患者の家族に申し訳なく思っている。

今後は引き継ぎを徹底するなど状況を的確に把

握したい」としている。

■胸部にキャップ置き忘れ
―佐世保市立病院で医療ミス―

長崎県佐世保市の市立総合病院は２月19日，

市内の自営業女性（55）の手術で，ピンセットの

シリコーン製キャップ（長さ約1.5センチ）を胸部

内に置き忘れる医療ミスがあり，損害賠償など

で170万円を支払い，示談が成立したと発表した。

病院の説明によると，手術は2006年６月23日

に実施。１カ月半ほど後に女性が腹痛を訴え，

エックス線撮影で棒状の影が見つかった。別の

病院で手術をして取り出したという。

■3000万円支払いで和解へ
―熊本市民病院，仮死状態の出産で―

熊本市民病院で2003年，仮死状態で生まれて

重度の障害を負ったのは帝王切開の遅れが原因

として，熊本市の男児（７）が約１億4600万円の

損害賠償を求めた熊本地裁の訴訟で，同市は２

月23日，3000万円を支払う内容の和解案を市議

会に提出することを決めた。市によると，１月

に地裁が和解勧告をしていた。

訴状によると，母親（42）は03年１月11日，陣

痛がひどくなって入院し，妊娠中毒症と診断さ

れた。13日午後４時ごろには大量出血するなど

異常な状態だったが，医師は午後６時ごろに男

児の心拍数が０近くまで下がってから帝王切開

をした。

熊本市民病院は「病院側の主張はコメントでき

ないが，市議会の議決を待って裁判上の和解を

成立させたい」としている。

■転院拒否で死亡，遺族敗訴
―大阪地裁，担当医の過失否定―

奈良県大淀町立大淀病院で出産時に意識不明

となり，相次いで転院を断られた後に死亡した

高崎実香さん（当時32）の夫晋輔さん（27）らが，

町と担当医に約8800万円の損害賠償を求めた訴

訟の判決で，大阪地裁は３月１日「担当医に過失

はなかった」として請求を棄却した。

大島真一裁判長は判決理由で「脳の検査に要す

る時間を考えると，高度な診療が可能な医療機

関への搬送を優先した担当医の判断に過失はな

い」と指摘。「症状の進行は急激で，担当医が想

定しうる最善の処置をしたとしても救命はでき

なかった」として担当医の判断と死亡の因果関係

を否定した。

一方で判決の最後には「早く搬送されていれば

助かったかもしれないという遺族の気持ちは十

二分に理解できる」とした上で「救急医療は崩壊

の危機にあると言われている。実香さんの死を

無駄にしないためにも，産科などの救急医療体

制が充実し，１人でも多くの命が助けられるこ

とを望む」と付言した。遺族側は「意識を失った

時点で脳内出血を疑い，脳の検査をした上で適

切な処置をしていれば救命はできた」と主張して

いた。

判決によると，2006年８月８日未明，分娩の

ため入院していた大淀病院で意識不明になり，

約20の病院から受け入れを断られた後，転送先

の大阪府吹田市の病院で男児を出産したが，８

日後に脳内出血で死亡した。
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新版インタビューフォーム

2008年９月，日本病院薬剤師会は日本製薬工

業協会等と協議し，約10年ぶりにインタビュー

フォーム（IF）の記載要領を改訂した「医薬品イン

タビューフォーム記載要領2008」を策定しました。

これに基づいて，日本製薬工業協会は2009年２

月に「医薬品インタビューフォーム記載の手引き

2009」を公開しました。2009年４月以降に承認さ

れた医薬品から，新たな記載要領に基づいたイ

ンタビューフォームが作成されることになりま

した。

今回の記載要領では，IFは「医療用医薬品添付

文書などの情報を補完し，薬剤師などの医療従

事者にとって日常業務に必要な，医薬品の品質

管理のための情報，処方設計のための情報，調

剤のための情報，医薬品の適正使用のための情

報，薬学的な患者ケアのための情報などが集約

された総合的な個別の医薬品解説書として，日

本病院薬剤師会が記載要領を策定し，薬剤師な

どのために当該医薬品の製薬企業に作成および

提供を依頼している学術資料」と位置づけられ，

臨床試験情報，体内動態情報および製剤情報の

充実化等が図られました。具体的には，臨床試

験情報の充実化では，第３相臨床試験の試験デ

ザイン，エンドポイント，投与量等や承認申請

に用いた臨床データパッケージ等が記載されま

す。体内動態情報の充実化では，高齢者，腎障

害時の体内動態に関する情報や中毒域に関する

情報等が記載されます。製剤情報の充実化では，

薬剤の基礎的な配合変化の情報，輸液・シロッ

プ剤での熱量や治療・廃棄に際して注意すべき

情報等が記載されます。

後発医薬品の IFも基本的には，新医薬品と同

様に作成されますが，承認申請に際し，原則と

して，毒性，薬理などの非臨床試験および臨床

試験の実施が不要である等により根拠となるデー

タの種類に限界があり，記載項目を充足できな

い状況にありました。そのため，日本ジェネリッ

ク製薬協会では，日本病院薬剤師会医薬情報委

員会と「後発医薬品インタビューフォーム」のあ

り方についての意見交換を踏まえながら，医療

関係者と後発医薬品製薬企業の両者のニーズを

調整し，「後発医薬品におけるインタビューフォー

ム作成にあたって」を取りまとめました。

従来，IFの正式な形態は紙媒体でしたが，今

回の記載要領から電子ファイルでの提供が基本

となりました。これにあわせて，IFが医薬品医

療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホー

ムページ（http://w w w.info.pm da.go.jp）に掲

載されることになりました。従来は，IFが製薬

会社のホームページ等に掲載されている場合も

ありましたが，その場合でも，IFを入手するに

は，各製薬会社のホームページを利用するなど

の必要がありました。医薬品医療機器情報提供

ホームページに掲載されることで，最新の添付

文書や IFが１か所から入手することが可能とな

り利便性が向上することになります。また，従

来は，効能・効果の追加や再審査結果が発表さ

れた時点でしか改訂されなかったIFが，電子ファ

イルでの提供により必要に応じて添付文書の改

訂にあわせて速やかに改訂されるメリットが得

られます。なお，IFの掲載は，新記載要領の IF

に限らず，旧記載要領の IFも順次掲載されてい

ます。

参考）新インタビューフォーム徹底活用．

月刊薬事51（10）.2009

新版インタビューフォームの紹介と活用

について．

日本薬剤師会雑誌61（11）,63-66.2009

（宮崎県薬剤師会薬事情報センター

永井 克史）

薬事情報センターだより（275）
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３月のベストセラー

１ 日本人の知らない日本語� 蛇 蔵 ＆ 海 野 凪 子 メディアファクトリー

２ もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの「マネジメント」を読んだら 岩 崎 夏 海 ダイヤモンド社

３ ゴーマニズム宣言SPECIA L
昭和天皇論 小 林 よしのり 幻 冬 舎

４ 県民性マンガ うちのトコでは も ぐ ら 飛 鳥 新 社

５ JA L崩壊 ある客室乗務員の告白 日本航空グループ2010 文 藝 春 秋

６ 西原理恵子の人生画力対決� 西 原 理 恵 子 小 学 館

７ スーパーChihiroバンド
巻くだけダイエット 山 本 千 尋 幻 冬 舎

８ ロスト・シンボル（上）（下）
Lim ited Edition

ダン・ブラウン 著
越 前 敏 弥 訳

角川グループ
パブリッシング

９ アメリカの日本潰しが始まった 日 高 義 樹 徳 間 書 店

10 日本破綻
「株・債券・円」のトリプル安が襲う 藤 巻 健 史 講 談 社

宮脇書店本店調べ
提供：宮崎店（宮崎市青葉町）

�（0985）23-7077

カカカカカカカカカカカカカカッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトト,,,,,,,,,,,,,,イイイイイイイイイイイイイイララララララララララララララスススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトのののののののののののののの 募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集

お知らせ

平成22年度春季県医師テニス大会
開催のお知らせ

県医師テニス倶楽部の春季大会を下記のとおり開催
いたします。
県内のテニス愛好の先生方のたくさんの参加をお待
ちしています。

日 時 平成22年５月23日（日曜日） 午前９時30分開始

場 所 シーガイアテニスクラブ TEL 0985-21-1311

参加資格 県内の医療機関の医師，家族，医療関係者

参 加 費 １人４,０００円（昼食込み） 当日集めます。

種 目 ダブルス

ペアは当日，当方にて決めさせていただきます。

（楽しくゲームができるように組み合わせを行います）

希望があれば申し出て下さい。考慮いたします。

連 絡 先 宮永内科クリニック TEL 0985-62-5556 FAX 0985-62-5557
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医師国保組合だより
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平成22年２月16日e 第25回常任理事会

医師会関係

（協議事項）

１．後援・共催名義等使用許可について

①５/８f（宮崎市民文化ホール）宮日健康セ

ミナー「Ｃ型肝炎を治そう！－あなたの疑

問にお答えします」名義後援のお願いにつ

いて

→講師名，演題名を確認の上，改めて協

議することになった。

２．宮崎県医師会次期役員候補者名簿（案）につ

いて

次期役員候補者について確認を行った。

３．平成21年度宮崎県小児科専門研修医症例研

究事業の委託契約について

委託契約することが承認された。

４．互助会融資申込について

１件の申込について承認された。

５．平成21年度宮崎県女性医師確保対策事業の

委託契約について

委託契約することが承認された。

（報告事項）

１．週間報告について

２．２/14�（宮観ホテル）県柔道整復師会創立76

周年・社団法人設立30周年記念式典・祝賀

会について

３．２/15�（宮観ホテル）宮崎政経懇話会について

４．２/16e（県企業局）県社会福祉審議会について

５．２/10�（県庁）子どもの健康を守る地域専門

家総合連携事業連絡協議会について

６．２/15�（県庁）子どもの生活リズム向上支援

推進協議会について

７．２/12	（日医）都道府県医師会産業保健担当

理事連絡協議会について

８．２/15�（県医）特定健康診査等従事者研修会

について

９．２/13
（福岡）日本医師会女性医師支援セン

ター事業九州ブロック会議について

10．２/13
～14�（日医）日医医療情報システム

協議会について

11．２/15�（県医）広報委員会について

医師協同組合・エムエムエスシー関係

（協議事項）

１．組合員加入承認について

新規加入申込２名について承認された。

（報告事項）

１．２/16e（県医）医協運営委員会について

平成22年２月23日e 第16回全理事会

医師会関係

（議決事項）

１．後援・共催名義等使用許可について

①宮日健康セミナー「Ｃ型肝炎を治そう！－

あなたの疑問にお答えします」名義後援の

お願いについて（再協議）

→名義後援することが承認された。

２．次期理事の定数について

次期理事の定数を現行どおり20名とする

案を，第150回臨時代議員会に提案すること

が承認された。

３．財団法人宮崎県腎臓バンクへの賛助会員募

集について

賛助会員の協力のお願いであり，団体会

員（法人等）で申し込むことが承認された。
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４．３/11�（日医）感染症危機管理対策協議会の

開催について

吉田常任理事の出席が了承された。

５．地域産業保健センター事業について

地域産業保健センターの事業運営を都道

府県単位に委託して実施することについて，

本県としては県医師会が受けざるを得ない

だろうということで，労働局と県医師会が

代表で契約することについて協議され承認

された。

また，統括コーディネーター等について

は，２/26�開催の協議会において協議する

とのことであった。

（報告事項）

１．週間報告について

２．２/20
（宮観ホテル）県薬剤師会創立100周

年記念式典・祝賀会について

３．２/20
（日医）学校保健講習会について

４．２/21�（日医）母子保健講習会について

５．２/17�（県医）互助会会計監査について

６．２/18�（ホテルメリージュ）県グループホー

ム連絡協議会理事会について

７．２/22�（県医）介護保険に関する主治医研修

会について

８．２/22�（県医）広報委員会について

９．２/17�（三股町）社会保険医療担当者（医科）

の新規個別指導について

医師国保組合関係

（報告事項）

１．２/15�（県医）医師国保組合理事会について

医師協同組合・エムエムエスシー関係

（報告事項）

１．２/18�（県医）医療安全対策セミナーについて

医師連盟関係

（報告事項）

１．２/19	（M RT-m icc）かわむら秀三郎国政報

告＆パーティーについて

平成22年３月２日e 第26回常任理事会

医師会関係

（協議事項）

１．本会外の役員等の推薦について

①生活保護法に基づく県本庁嘱託医等の推

薦について

→現在就任いただいている先生方の意向

をお伺いしてから推薦することが了承さ

れた。

②平成22年度講師ならびに健診医派遣のお

願いについて

→講師および健診医の派遣について承認

された。

③宮崎大学医学部医の倫理委員会委員の推

薦について

→松本常任理事を推薦することが承認さ

れた。

２．３/16e（宮崎空港内）多数死体検視活動訓練

における参加依頼について

大西雄二先生の派遣について了承された。

３．第122回日本医師会定例代議員会（４月１日・

２日）における九州ブロック代表質問・個人

質問について

質問事項について協議され，新しい執行

部へ所信表明を行っていただくことの提案

をすることが了承された。

４．平成21年度宮崎県小児救急医療電話相談事

業の委託契約について

委託契約することが承認された。

５．会費減免申請（高齢，疾病）について

日医の会費減免（高齢37名）及び日医・県

医の会費減免（疾病減免１名）について承認

された。

６．平成21年度研修医受入強化事業の委託契約

について

委託契約することが承認された。
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７．地域リハビリテーション広域支援センター

事業実施機関の推薦について

新たな指定基準（原則，脳血管疾患リハビ

リテーション（Ⅰ）施設基準を満たす施設）を

満たしている，宮崎東諸県・都城北諸県医

療圏については問題ないが，新たな指定基

準が必要となる宮崎県北部・日向入郷・西

都児湯・西諸・日南串間医療圏においては，

新たな指定基準で受けてくれるか危うくなっ

ているので，基本的にはそれぞれの地域の

保健所が直接該当医療機関に当たっていた

だき，決めていただく。

その結果，候補が２つ以上挙がった場合

のみ県医師会としてどちらかを指定すると

いうことが了承された。

８．その他

佐藤常任理事より，任意の予防接種で肺

炎球菌に対する小児用予防接種プレベナー

（プレベナー水性懸濁液0.5１シリンジ6,800

円（武田））とH PVに対する予防接種サーバリッ

クス（サーバリックスシリンジ0.5１シリ

ンジ12,000円（グラクソ））が発売されたが，

メーカー指定の全国一律の価格になっている。

価格強制で公正取引法違反に当たるので

はないか。輸入ワクチンであり，価格を高

値に吊り上げそのまま行こうとするメーカー

の意図がはっきりしているので，日医およ

び各都道府県医師会を通して公正取引委員

会へ申し入れは出来ないかということで

あった。

協議の結果，佐藤常任理事が概要をまと

めて日本医師会の代議員会で質問すること

が了承された。

（報告事項）

１．週間報告について

２．２月末日現在の会員数について

３．２/25�（支払基金）支払基金幹事会について

４．２/24�（県医）労災診療指導委員会について

５．２/25�（九州厚生局宮崎事務所）九州地方社

会保険医療協議会宮崎部会について

６．２/25�（宮崎）宮崎刑務所視察委員会について

７．２/25�（県医）宮崎県医師会創立121周年記

念医学会について

８．２/26	（県医）地域産業保健センター事業の

見直しに対する協議会について

９．２/24�（延岡）社会保険医療担当者（医科）の

個別指導について

10．２/25�（県医）介護サービス情報の公表指定

調査機関「運営推進適正化委員会」について

11．３/２e（県医）治験審査委員会について

12．２/27
（県医）女性医師支援フォーラムにつ

いて
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（３月）
１ 県内科医会評議員会
２ 治験審査委員会（富田副会長他）

第26回常任理事会（会長他）
３ 奥様医業経営塾（医協事務局）

産業医研修会
全国国保組合協会九州支部総会（福岡）

（秦理事長他）
４ 改正育児・介護休業法説明会（都城）（事務局）
都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議
会（日医）（河野副会長他）
県産婦人科医会ガン検診対策委員会

（濱田常任理事）
５ 産業医研修会（都城市北諸県郡医師会館）

糖尿病診療のための地区別小講習会（ガーデ
ンベルズ小林）（長倉理事）
県産婦人科医会医療・助産師対策委員会

（濱田常任理事）
６ 病院部会・医療法人部会合同医療従事者研
修会（大塚常任理事他）
九医連常任委員・次期会長合同会議（福岡）

（会長）
九医連常任委員・次期日医代議員協議会

（福岡）（会長他）
各郡市内科医会長会
九州ブロック日医代議員会（含・次期）連絡
会議（福岡）（会長他）

６～７ 県産婦人科病医院従事者研修会ひむか
セミナー（濱田常任理事）

７ A CLS（二次救命処置）研修会（事務局）
８ 医師国保通常組合会（秦理事長他）
９ 各郡市医師会社会保険担当理事連絡協議会

（会長他）
10 産業医研修会

県新生児聴覚検査・療育体制整備事業協議会
11 刑務所視察委員会（立元常任理事）

感染症危機管理対策協議会（日医）
（吉田常任理事）

県産業保健連絡協議会・県産業医研修連絡
協議会（会長他）
県産婦人科医会全理事会（濱田常任理事）

12 全国国保組合通常総会（東京）（秦理事長）
糖尿病診療のための地区別小講習会（ホテル
シーズン）（長倉理事）

13 臨床検査精度管理調査勉強会（吉田常任理事）
九医協連購買・保険部会（山口）

（西村副理事長他）
県内科医会総会並びに会員発表会・特別講
演会
臨床検査精度管理調査報告会（吉田常任理事）

14 九州外来小児科医会研究会・県小児科医会

総会講演会（佐藤常任理事）
県産婦人科医会新生児蘇生法講習会（県立延
岡病院）

15 研修管理委員会（会長）
県准看護師試験委員会
広報委員会（荒木常任理事他）

16 外部評価評価調査員新規養成研修（事務局）
感染症発生動向調査委員会（濱田常任理事）
第27回常任理事会（会長他）

17 全体課長会（事務局）
外部評価評価調査員フォローアップ研修

（事務局）
奥様医業経営塾（医協事務局）
県精神科救急医療システム連絡調整委員会

（吉田常任理事）
県母子保健運営協議会（濱田常任理事）

18 民主党県連陳情・要望の説明会（事務局）
県社会福祉審議会児童福祉専門分科会（会長）
県アイバンク協会理事会（会長）
県医労災部会自賠委員会（松本常任理事他）
損害保険医療協議会（松本常任理事他）

20 地域リハビリテーション研修会（会長他）
緩和ケア研修会（古賀常任理事）
病院部会・医療法人部会合同診療報酬研修会
九医連常任委員・次期会長合同会議（福岡）

（会長）
23 県健康づくり協会評議員会（富田副会長）
第28回常任理事会（会長他）

24 支払基金幹事会（会長）
小児救急医療電話相談事業運営協議会

25 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会
（河野副会長）

26 県健康づくり協会理事会（会長他）
広報委員会（荒木常任理事他）

27 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会
役員会（石川常任理事）
県認知症高齢者グループホーム連絡協議会
総会・研修会（石川常任理事）

28 医師国保歩こう会（秦理事長他）
在宅医療支援のための医師研修会（日医TV
放映）

29 宮崎大学経営協議会（会長）
30 県腎臓バンク理事会（会長）
医協運営委員会（会長他）
第17回全理事会（会長他）

31 奥様医業経営塾（医協事務局）
労災診療指導委員会（河野副会長他）
全医秘協医療保険請求事務実技試験委員会

（東京）（会長他）
全医秘協常任委員会（東京）（会長他）
全医秘協運営委員会（東京）（会長他）
九州ブロック次期日医代議員連絡会議（東京）

（会長他）
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�� 県 医 の 動 き
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本日ここに，今は亡き柳

田惣吉先生のご霊前に，日

向市東臼杵郡医師会を代表

致しまして，謹んでお別れ

の言葉を申し上げます。

惣吉先生が２月14日午後

６時30分に86歳のご生涯を静かに閉じられたと

の思いがけない悲報が届き，会員一同悲しみの

気持ちでいっぱいでございます。

先生は，いつも笑顔を絶やすことなく，患者

さんと接して来られました。思いやり深く，遠

慮のないお人柄，それに卓越した技術と見識は，

多くの患者さんに慕われ，敬われてきました。

私たちは，そんな先生を尊敬しておりました。

先生を失ったことは痛恨の極みであり，ご遺族

の悲しみとご落胆は如何ばかりかとお察し申し

上げ，心から哀悼の意を表す次第です。

先生は，昭和33年８月，34歳の時に現在の地

に柳田産婦人科医院を開院され，現在まで51年

間という長きにわたり，昼夜・休日をいとわず，

患者さん第一で診療に尽力されてこられました。

その間，命の誕生という尊厳な場に立ち会われ，

どれだけ多くの人々に喜びをあたえられたのだ

ろうかと，思いを馳せずにはいられません。ま

た，ご多忙な日常業務の傍ら，当医師会の理事

として，更には看護学校の講師として看護学生

の育成のため，献身的にお努めいただき，当医

師会運営に貢献されてこられました。責任感の

強い先生の生き方には，会員一同深甚なる敬意

をいだくとともに，感謝の念でいっぱいです。

先生のご逝去は，私どもにとりましても大き

な傷手であることはもちろんですが，それ以上

に，ご遺族の悲嘆の深さは余りあるものがある

ことでしょう。

ご子息の謙一先生は，先生のご意志を受け継

ぎ立派な後継者として大成されています。先生

のお教えを糧として，柳田産婦人科をいっそう

発展させていかれると確信しております。これ

からも，謙一先生の進む道のりをあたたかくお

見守り下さい。

先生，惜別の情絶ち難いものがありますが，

今ここに在りし日の先生の面影を偲びつつ，哀

悼の誠を捧げ，安らかなるご冥福をお祈り申し

上げまして，お別れの言葉といたします。

平成22年２月16日

日向市東臼杵郡医師会

会長 甲 斐 文 明

追 悼 の こ と ば

日向市東臼杵郡医師会

柳
やなぎ

田
た

惣
そう

吉
きち

先生

（大正12年９月20日生 86歳）

弔 辞
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本日ここに，今は亡き西

元雄一郎先生のご葬儀が執

り行われるにあたり，都城

市北諸県郡医師会を代表い

たしまして，謹んで哀悼の

意を表し，お別れの言葉を

申し上げます。

先生はこれまでに何度か体調を崩され，ご入

院をされてこられましたが，その後は元気に診

療もされておられましたので，私どもは安心し

ていたところでした。その後，平成20年７月に

発病，入院治療を受けられ，平成21年３月には

一旦病状も安定し，その間自院の診療はご子息

の久晴先生に任せ，療養に専念，元気に過ごさ

れておられました。しかし，先週の金曜日にご

容態が急変し入院され，奥様やご家族の手厚い

看護にもかかわらず，去る２月23日の午後０時

20分に，先生がご逝去されたとの突然の訃報を

受け，驚きと悲しみで言葉を失い，ただ愕然と

するばかりでした。先生急逝の知らせは，程無

く全会員に伝えられ，会員一同，深い悲しみに

包まれているところでございます。最愛なるご

主人様を亡くされた奥様のお悲しみは察するに

余りあり，ご遺族の皆様方のご悲嘆も，如何ば

かりかと心中をお察し申し上げます。私ども医

師会員一同，心より哀悼の意を表する次第でご

ざいます。

先生は，昭和23年２月10日，地元都城市宮丸

町に３人兄弟の長男としてお生まれになられま

した。長じて医学の道を志し，昭和47年３月に

昭和大学医学部をご卒業され，国立都城病院，

鹿児島大学医学部附属病院で研修医として勤務，

医師としてのスタートをきられました。その後，

鹿児島大学医学部眼科学講座に入局し研鑽を積

まれ，昭和49年には同大助手に，昭和53年には，

宮崎医科大学眼科学講座へ移られ，昭和56年に

同大講師に就任されておられます。昭和57年に

は国立都城病院に勤務，昭和59年４月には西元

眼科医院を開業されました。体調を崩される今

日まで，38年の永きにわたり，地域住民の医療，

保健，福祉の向上に，ご尽力されてこられました。

先生は，私ども医師会活動におきましても，

多忙な診療の傍ら，都城市北諸県郡医師会理事

を昭和63年から２年間，総務を平成２年から２

年間，開業相談委員を平成６年から４年間，地

域医療マスタープラン委員を平成12年から６年

間務めておられます。更に，都城市内の小学校

５校，中学校２校，県立高等学校２校の学校医

を，昭和59年から現在まで26年間，児童生徒の

保健衛生並びに健康管理に眼科医として精力的

に取組まれました。これらの功績に対し，平成

11年に学校保健功労として，都城市教育長表彰

を授与されておられます。

先生は，お子様が２人おられ，立派な後継者

をお作りになられました。ご長男の久晴先生は，

平成20年11月に帰ってこられ，先生のご意志を

継いで地域医療に取組まれておられます。次男

の裕二様は長崎で医師として救急医療に携わっ

ておられ，先生もさぞかしご安心のことと思い

ます。

先生はいつも仕事が大事，患者さんが大事と

言われ，患者さんを大切にされてこられました。

そんな中で，診療を離れるとゴルフが趣味とい

うこともあり，休みになると会員の先生方とよ

く行かれ，医師会のゴルフコンペのお世話も永

追 悼 の こ と ば
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らくしていただきました。先生は奥様に病床で，

息子に見守られ思い残すことはないがホールイ

ンワンをしていなかったと笑って話されたそう

です。先生は考古学も勉強されており，宇宙の

神秘，ナスカの地上絵などオーパーツに興味を

もたれ，研究会を作られていたそうです。また，

奥様とも幾度となく海外旅行に行かれ，最近で

は，平成19年の５月と８月に中国に行かれ，万

里の長城などを見て回られ楽しまれたそうです。

特にこの時の旅行は，先生が大きな病気をされ

た翌年でしたので思い出深い旅行だったと伺っ

ております。その思いを胸に，先生，どうか遥

か浄土よりご家庭の安泰とご繁栄，医師会の発

展を末永く見守りください。

先生がこれまで，地域医療に捧げられました

ご功績を，私共医師会員は深い尊敬と感謝の誠

を捧げながら，幾久しく先生を想い，そして先

生を語り，永く記憶に留めてまいりたいと思い

ます。

最後に，先生のご冥福を心よりお祈り申し上

げ，お別れの言葉と致します。

平成22年２月25日

都城市北諸県郡医師会

会長 夏 田 康 則
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本日ここに，故 池之上

邦彦先生のご葬儀が執り行

われるにあたり，先生のご

霊前に，都城市北諸県郡医

師会を代表し，心より謹ん

でお別れの言葉を申し上げ

ます。

先生は，ご病気をされるまでは，地域医療一

筋にご活躍をされてこられました。先生が平成

16年にご病気をされてから，今日まで療養を続

けてこられましたが，会員一同，一日も早いご

回復を念じておりました。先生の病状は一時期

安定しておりましたが，ここ最近は，入退院を

繰り返されながら治療に努めてこられました。

先生は今回も入院治療中でしたが，ご容態が急

変し，奥様やご家族の手厚い看護にもかかわら

ず，去る２月24日の午前９時７分に帰らぬ人と

なられました。突然の訃報を受け，にわかには

信じられず，ただただ，驚く他ありませんでし

た。先生ご逝去の知らせは，程無く全医師会員

に伝えられ，会員一同，深い悲しみに包まれて

いるところでございます。この度のご逝去は誠

に残念至極でなりません。奥様を始めご家族，

ご親族の皆様方のお悲しみは，如何ばかりかと

心中お察し申し上げます。私ども医師会員一同，

心より哀悼の意を表する次第でございます。

先生は，昭和11年１月19日，２人兄弟の長男

として都城市高城町でお生まれになられ，長じ

て医学の道を志し，昭和37年３月に鹿児島大学

医学部をご卒業されました。鹿児島大学医学部

附属病院にて実施修練後，昭和38年に医師免許

を取得され，医師としてのスタートをきられま

した。同年，鹿児島大学医学部大学院へ進学，

外科系整形外科を専攻され，昭和44年１月に医

学博士を授与されています。昭和42年に鹿児島

県立整肢園勤務，昭和43年12月に鹿児島大学医

学部附属病院整形外科助手，昭和44年４月には，

同大学の講師に就任されておられます。その間，

アメリカ・デトロイトのヘンリーフォード病院

に短期研修に行かれています。昭和46年からは，

小林市立市民病院に勤務され，昭和48年４月に

池之上整形外科医院を開業されました。以来，

医師として今日まで，47年余りの永きにわたり，

地域住民の医療，保健，福祉の向上にご尽力さ

れてこられました。

先生は，私ども医師会活動におきましても，

多忙な診療の傍ら，都城市北諸県郡医師会理事

を昭和61年から２年間，総務を昭和63年から２

年間，医師会副会長を平成２年から４年間務め

られました。また，宮崎県医師会の理事も昭和

63年から６年間務められています。この間，生

涯教育担当理事として，数多くの学術講演会や

研究会を企画し，医師の医療知識の向上に努め

たとして，平成15年に宮崎県知事より医療功労

者として表彰されています。また，昭和48年４

月から平成14年３月までの29年間の永きにわた

り，都城市立祝吉中学校の学校医を務められ，

児童生徒の保健衛生並びに健康管理に精力的に

取組まれました。これらのご功績に対し，平成

６年に学校保健功労として，都城市教育長表彰

を受賞されておられます。

先生には，お子様がお２人おられますが，先

生のご意志を継いでご長男の貴先生がすでに開

業され，先生の後継者として立派に地域医療に

取組まれておられます。先生もさぞかし，ご安
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心のことと思います。

一方で，診療を離れると先生は，ゴルフが趣

味ということもあり，休みになると会員の先生

方とよく行かれたと伺っております。囲碁もこ

よなく愛され，腕前は関西棋院六段とお聞きし

ております。また，絵画鑑賞も好まれ，多数の

絵画本や絵を所有されており，美術館にも数多

く足を運ばれたそうです。

これからは，先生どうか遥か彼方より，ご家

族の安泰とご繁栄，医師会の発展を末永く見守

りください。

最後に，先生がこれまで地域医療活動にご尽

力いただきましたご功績に対し，会員一同，深

い尊敬と感謝の誠を捧げますと共に，御霊の永

遠に安らかならんことをお祈り申し上げ，お別

れの言葉と致します。池之上先生どうか安らか

にお眠りください。

平成22年２月26日

都城市北諸県郡医師会

会長 夏 田 康 則
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本日ここに，故 島田弘
先生のご葬儀が執り行われ
るにあたり，南那珂医師会
を代表いたしまして，謹ん
で哀悼の意を表し，ご霊前
にお別れの言葉を申し上げ
ます。
先生は，昨年の11月に肺
炎で体調を崩され，ご入院をされていらっしゃ
いましたが，その後，退院されましてからは，
ご自宅でご家族の看護のもと，一進一退のご様
子とお聞きし，大変心配をいたしておりました。
この度の突然のご逝去は誠に痛恨の念に絶えず
残念で仕方ありません。ましてやご家族ご親族
の皆様のご悲嘆は如何ばかりかとお察し申し上
げ，医師会員一同衷心より哀悼の意を表する次
第でございます。
先生は，昭和23年９月に熊本医科大学を卒業
され，昭和25年３月に宮崎県立福島保健所勤務
をかわきりに，昭和33年２月から済生会日向病
院の院長等の要職を歴任されました。昭和35年
７月に現在地で開業されてからは，桜ケ丘小学
校の学校医としても長年に亘り児童の健康管理
と保健予防に献身的に取組まれ，児童生徒の健
やかな成長に多大な役割を果たされました。ま
た，先生は診療の傍ら，昭和43年４月から日南
市立油津小学校の PTA 会長をお務めになられる
等，父兄の人望も大変厚かったようでございま
す。昭和58年２月からは，日南保健所運営協議
会委員，また，日南市関連の国民健康保険運営
協議会委員，勤労青少年ホーム運営委員，社会
福祉協議会評議員，地域健康づくり推進協議会
委員，その他多くの委員にご就任されて，地域
医療の充実発展に多大なご貢献をされました。
また，先生は南那珂医師会の理事として昭和

45年４月から昭和51年３月までの６年間及び会
長として昭和57年４月から昭和63年３月までの
６年間の，通算12年間の長い間医師会の役員を
務められ，私達会員のために医師会活動にも積
極的にご尽力賜りました。先生のこのような数々
のご功績により，昭和58年11月には宮崎県対が
ん協会による表彰，平成６年６月には医療功労
により宮崎県知事表彰，平成９年11月には公共
福祉功労部門により日南市功労者表彰という栄
誉を受けておられます。
これまで先生が地域医療の発展のために尽く
してこられたご遺志は，現在，ご子息の雅弘先
生が立派に受け継いでおられます。先生は医師
としての向上心が高く，常日頃より多くの学会・
勉強会に積極的に参加されていました。会長職
を退かれてからも医学会等の医師会行事にも積
極的に参加されました。
また，医師会がかかりつけ医のモデル事業を
実施いたしました時には，担当理事であった私
に対しまして，励まし，ねぎらいの言葉をかけ
ていただき，優しくご指導いただきましたこと
に対しまして，心から御礼申し上げます。
私達会員は政府の財政優先の医療制度改革に
よって，地域住民の健康を守るという本来の医
療が出来かねない状況に追い込まれております。
私達会員は現在の厳しい医療制度の中にあって
も地域住民の健康を第一に考えて，医師として
の倫理を保ちながら，地域住民の医療・保健・
福祉の発展のために日々の診療を行って参りた
いと思いますので，どうかこれからも天国から
私達会員を見守っていただきたいと思います。
最後になりましたが，先生の永年に亘る地域
医療へのご貢献に対しまして会員一同深い尊敬
と感謝の言葉を捧げますと共に，心からご冥福
をお祈り申し上げ，お別れの言葉と致します。
先生どうか安らかにお眠り下さい。

平成22年２月28日
南那珂医師会
会長 山 元 敏 嗣

追 悼 の こ と ば

南那珂医師会

島
しま

田
だ

弘
ひろし

先生

（大正12年10月31日生 86歳）

弔 辞

日 州 医 事 平成22年４月第728号 59



ドクターバンク情報
（無料職業紹介所）

本会では，会員の相互情報サービスとしてドクターバンク（求人・求職等の情報提供）を設置してお
ります。登録された情報は，当紹介所で管理し秘密は厳守いたします。
現在，下記のとおりの情報が寄せられております。お気軽にご利用ください。
お申込み，お問合わせは当紹介所へ直接お願いいたします。
また，宮崎県医師会ホームページでも手続きと情報のあらましを紹介しております。ご覧ください。

３．求人登録 78件 263人 （人）
募 集 診 療 科 目 求人数 常 勤 ・ 非 常 勤 別

内 科 82 常勤（68），非常勤（14）
循 環 器 科 13 常勤（13）

外 科 23 常勤（19），非常勤（４）
整 形 外 科 20 常勤（17），非常勤（３）

眼 科 10 常勤（８），非常勤（２）

リハビリテーション科 ３ 常勤（２），非常勤（１）
脳 神 経 外 科 12 常勤（８），非常勤（４）
神 経 内 科 ４ 常勤（４）

精 神 科 16 常勤（12），非常勤（４）

呼 吸 器 科 ６ 常勤（６）

産 婦 人 科 ２ 常勤（２）

麻 酔 科 ８ 常勤（５），非常勤（３）

放 射 線 科 ６ 常勤（６）

人 工 透 析 １ 常勤（１）

耳 鼻 咽 喉 科 １ 常勤（１）

小 児 科 ７ 常勤（６），非常勤（１）

そ の 他 21 常勤（21）

健 診 ３ 常勤（３）

小 児 循 環 器 科 １ 常勤（１）
検 診 ４ 常勤（１），非常勤（３）

消 化 器 内 科 11 常勤（10），非常勤（１）

神 経 科 ２ 常勤（２）

血 液 内 科 ３ 常勤（３）

泌 尿 器 科 １ 常勤（１）
皮 膚 科 １ 常勤（１）

救 命 救 急 科 ２ 常勤（２）

１）男性医師求職登録数 ４人 （人）
希 望 診 療 科 目 求職数 常 勤 ･ 非 常 勤 別

内 科 ３ 常勤，非常勤
心 療 内 科 １ 非常勤

２．斡旋成立件数 28人
１）男性医師 20人 ２）女性医師 ８人

１．求職者登録数 ５人

平成22年３月16日現在

２）女性医師求職登録数 １人 （人）
希 望 診 療 科 目 求職数 常 勤 ・ 非 常 勤 別

老 健 施 設 １ 非常勤
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求 人 登 録 者（公開）
※求人情報は，申し込みが必要です。宮崎県医師協同組合，
無料職業紹介所（ドクターバンク）へお申し込み下さい。

登録番号

150005

施 設 名 求人数 勤務形態

医）りっか会ピア・メンタル ささき病院 １ 非常勤

募 集 診 療 科

精

所 在 地

宮 崎 市
160011 赤十字血液センター 宮 崎 市 検診 ２ 非常勤
160013 医）三晴会 金丸脳神経外科病院 宮 崎 市 脳，整，放，麻，内 ８ 常勤・非常勤
160020 財）弘潤会 野崎病院 宮 崎 市 精，内 ２ 常勤

160031 医）同心会 古賀総合病院 宮 崎 市 呼�神内�眼�耳�総診，呼外，
循，臨病 ９ 常勤

160033 医）如月会 若草病院 宮 崎 市 精，内 ２ 常勤
170040 医）いなほ会 日高医院 宮 崎 市 内 １ 常勤

170046 医）社団善仁会 市民の森病院 宮 崎 市 内，消内，内泌糖内，呼，放，
リウマチ 10 常勤・非常勤

170048 医）慶明会 けいめい記念病院 国 富 町 内，眼 ２ 常勤
170052 医）春光会 宮 崎 市 外，内 ３ 常勤
180061 医）あいクリニック 宮 崎 市 精 ２ 常勤・非常勤
180082 国立病院機構宮崎東病院 宮 崎 市 内，神内，整 ５ 常勤
190087 宮崎市郡医師会病院 宮 崎 市 内 ３ 常勤
190089 上田脳神経外科 宮 崎 市 脳 ２ 常勤・非常勤
190094 医）耕和会 迫田病院 宮 崎 市 整，内 ３ 常勤
190095 医）慶明会 宮崎中央眼科病院 宮 崎 市 眼 ２ 常勤・非常勤
190096 医）晴緑会 宮崎医療センター病院 宮 崎 市 内，外，消内，リハ ９ 常勤・非常勤
200103 社）八日会 藤元中央病院健診センター 宮 崎 市 健診 １ 常勤
200104 医）社団善仁会 宮崎善仁会病院 宮 崎 市 内，外，救急，化療，リハ ６ 常勤
200105 医）誠友会 南部病院 宮 崎 市 内，外，放 ３ 常勤
210110 医）幸秀会 大江整形外科病院 宮 崎 市 整 １ 常勤

220121 医）社団 星井眼科医院 宮 崎 市 眼 １ 常勤

160008 医）正立会 黒松病院 都 城 市 内，泌 ２ 常勤
160010 特医）敬和会 戸嶋病院 都 城 市 内，老内 ２ 常勤
170042 医）豊栄会 豊栄クリニック 都 城 市 内 １ 常勤
170056 医）アブラハムクラブ ベテスダクリニック 都 城 市 循，内，呼，神，脳，小循 ８ 常勤
170057 医）清陵会 隅病院 都 城 市 内，外，整 ３ 常勤

180064 国立病院機構都城病院 都 城 市 消内，血内，循，呼，内，脳，産
婦，小 10 常勤

180069 社）八日会 大悟病院 三 股 町 精，内 ２ 常勤
180081 医）恵心会 永田病院 都 城 市 精 １ 常勤
190084 医）一誠会 都城新生病院 都 城 市 精 ２ 常勤・非常勤
190092 都城市郡医師会病院 都 城 市 内，呼 ４ 常勤

210118 慈英病院 宮 崎 市 内，外，整 ３ 常勤
220120 日赤宮崎県支部 宮 崎 市 内 １ 非常勤

210123 医）仁和会 介護老人保健施設むつみ苑 宮 崎 市 老施 １ 常勤

※下記の医療機関は，公開について同意をいただいております。
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登録番号 施 設 名 求人数 勤務形態募 集 診 療 科

200106 医）宏仁会 海老原内科 内，外 ４ 常勤・非常勤

所 在 地

都 城 市

210108 特医）敬和会 みまた病院 三 股 町 内，消内，循，皮，整，婦，小，
呼，放 10 常勤

210113 医）邦楽会 河村医院 都 城 市 内 １ 常勤

210114 社）八日会 藤元病院 都 城 市 精 ２ 常勤

160034 特医）健寿会 黒木病院 延 岡 市 外，消内，緩ケア ４ 常勤

160036 医）久康会 平田東九州病院 延 岡 市 内，脳，循，小，リハ，眼，婦，神
内，老施 ９ 常勤

190086 早田病院 延 岡 市 内 １ 常勤

200100 医）育生会 井上病院 延 岡 市 産婦，内 ２ 常勤

200102 延岡市医師会病院 延 岡 市 消内 ３ 常勤

210109 延岡市夜間急病センター 延 岡 市 内，小，外，整 ８ 常勤・非常勤

210112 医）嘉祥会 岡村病院 延 岡 市 内 ３ 常勤・非常勤

160028 日向市立東郷病院 日 向 市 内 １ 常勤

160039 医）誠和会 和田病院 日 向 市 外，内，整，透 ７ 常勤

180068 医）洋承会 今給黎医院 日 向 市 循 １ 常勤

210111 宮崎県済生会 日向病院 門 川 町 内，麻 ４ 常勤

160006 都農町国保病院 都 農 町 内，整，放 ４ 常勤

160023 医）宏仁会 海老原総合病院 高 鍋 町 整，内，麻，眼，健診 ５ 常勤

170058 国立病院機構宮崎病院 川 南 町 呼，循，消内，外 ８ 常勤

180077 医）聖山会 川南病院 川 南 町 眼，麻，脳 10 常勤・非常勤

150004 西都医師会病院 西 都 市 内，外 ４ 常勤

160024 医）隆徳会 鶴田病院 西 都 市 内，外，整 ６ 常勤・非常勤

150002 医）慶明会 おび中央病院 日 南 市 内 １ 常勤

160022 医）愛鍼会 山元病院 日 南 市 内，消内，神内 ３ 常勤

160037 医）十善会 県南病院 串 間 市 精，内 ６ 常勤・非常勤

170047 日南市立中部病院 日 南 市 内，神内，整，外 ４ 常勤

180071 串間市民病院 串 間 市 麻，小，眼 ３ 常勤・非常勤

160019 医）相愛会 桑原記念病院 小 林 市 内 ２ 常勤・非常勤

170043 医）和芳会 小林中央眼科 小 林 市 眼 １ 常勤

180067 小林市立病院 小 林 市 内，循，呼，血内，健診，放，小 11 常勤

180076 医）友愛会 園田病院 小 林 市 外，内，整 ４ 常勤

190090 特医）浩然会 内村病院 小 林 市 精 １ 常勤

190091 医）友愛会 野尻中央病院 小 林 市 整，内 ２ 常勤

170049 五ヶ瀬町国保病院 五ヶ瀬町 整 １ 常勤

180070 高千穂町国保病院 高千穂町 内 １ 常勤

190085 医）恒英会 田上医院 高千穂町 内 １ 常勤

190088 日之影町国保病院 日之影町 内，整 ２ 非常勤

190093 社）八日会 藤元早鈴病院検診センター 都 城 市 検診 ２ 常勤・非常勤

220119 ラポール向洋 日 向 市 老施 １ 常勤
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病医院施設の譲渡・賃貸
◆譲渡，賃貸希望の物件を紹介いたします。

１．譲渡物件

① 児湯郡新富町富田１丁目50-１
建物：鉄筋コンクリート一部２階建（築10年）
面積：１階 184.04㎡（55.67坪） ２階 38.48㎡（11.64坪）居室
敷地面積：577.5㎡（駐車場：10台分＋１台分（院長用））
※商店街，小学校，保育園に隣接しております。

２．賃貸物件

① 宮崎市恒久南１丁目９-15（三井田内科医院跡）
土地：1704.26㎡（516.4坪）
建物：鉄筋コンクリート造一部２階建（築26年）
１階 138.40㎡，２階 54.57㎡
※駐車場：約６台分

② 宮崎市大字瓜生野1645-３（矢野整形外科跡）
土地：562.6坪：1,859.89㎡
建物：鉄筋コンクリート造り３階建（面積1,047.89㎡：316.98坪）

② 日南市園田２-２-５（診療所跡）
建物：鉄骨コンクリート造２階建
１階 147.17㎡，２階 54.66㎡ ◎日南市油津で町の中心部です。

③ 宮崎市曽師町209-３（診療所跡）
建物：鉄筋コンクリート造２階建
１階 183.35㎡，２階 166.69㎡
※駐車場：10台分

④ 都城市中原町14街区11号
建物：鉄筋コンクリート造２階建（診療所）
１階 256.27㎡，２階 288.38㎡
※駐車場：15台分

⑤ 宮崎市中村西２丁目３番19号
建物：鉄筋コンクリート造一部３階建
面積：１階 89.73㎡（診療所） ２階 97.96㎡（住宅） ３階 28.39㎡（住宅）
※駐車場：５台分（診療所前）＋10台分

⑥ 宮崎市矢の先80（ふくとみ小児科跡）
建物：鉄筋コンクリート造り２階建（１階の診療所部分のみ賃貸）
面積：１階 診療所面積 約42坪
※駐車場：12台駐車可

③ 宮崎市本郷南方5465-６（診療所跡）
土地‥1704.26㎡（516.4坪）
建物：重量鉄骨造 ２階建（平成３年築）
１階 420.53㎡（127.4坪），２階 340.79㎡（103.3坪）
※駐車場：25台分

お問合せ先
ドクターバンク無料職業紹介所

〒880-0023宮崎市和知川原１丁目101番地（宮崎県医師協同組合）
℡ 0985-23-9100㈹･� 0985-23-9179E-m ail：isikyou＠m iyazaki.m ed.or.jp
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15木 19：00 役職員歓送迎会

29木 （ 昭和の日 ）

17土 16：00 九医連常任委員会

20火
18：15 医協運営委員会
19：00 第１回常任理事会

18日

19月

21水
９：10 全体課長会（事務局）
13：00 全国医師国保組合連合会代表者会

県総合計画審議会

25日

22木
19：00 広報委員会
19：00 県外科医会全理事会

27火

18：00 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会
18：00 第３回全理事会
18：30 県医連執行委員会
19：20 第151回定例代議員会

30金
16：00 宮大医学部附属病院新外来診療棟完

成記念行事

23金

24土

16金

28水 10：30 奥様医業経営塾（医協事務局）

26月 19：00 県臨床研修運営協議会小委員会

１ 木 ９：30（日医）日医定例代議員会

３ 土
18：00 全国有床診療所協議会九州ブロック

役員会

12月

２ 金
９：30（日医）日医定例代議員会
15：00（日医）日医定例総会

14水
10：30 奥様医業経営塾（医協事務局）
19：00 広報委員会

７ 水 19：00 病院部会・医療法人部会合同理事会

11日 10：30 全医協連広報部会

８ 木
16：00 支払基金幹事会
19：00 各専門分科医会長会

10土

14：00 高知県医師会館移転開設記念内覧会・
祝賀会

14：00 県産婦人科医会全理事会
15：00 県産婦人科医会春期定時総会

４ 日

13火
19：00 県医連常任執行委員会
19：10 第２回全理事会

５ 月
14：30 辞令交付式
19：30 県産婦人科医会社会保険委員会

６ 火
18：00 治験審査委員会
19：00 第１回全理事会

９ 金

４ 月

宮 崎 県 医 師 会 行 事 予 定 表
平成22年４月１日現在

※都合により，変更になることがあります。

国

保

審

査

社

保

審

査
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15土

27木
15：00 県グループホーム連絡協議会理事会
18：00 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会

17月

20木
14：00 介護サービス情報の公表調査業務

委託にかかる説明会（事務局）
18：30 医協会計監査

18火 19：00 第３回常任理事会

19水

21金

25火
18：15 医協運営委員会
19：00 第４回全理事会

22土

九医連常任委員会・定例委員総会
15：30 県外科医会総会
15：30 県整形外科医会総会
16：00 労災部会総会
16：45 県外科医会・県整形外科医会・

労災部会合同学会

26水 10：30 奥様医業経営塾（医協事務局）

28金

23日

24月 19：00 広報委員会

16日

29土 14：30 産業医部会総会・研修会

30日 14：00 県民健康セミナー

31月

１ 土

３ 月 （憲法記念日）

12水
10：30 奥様医業経営塾（医協事務局）
16：00 支払基金幹事会

２ 日

14金 19：00 広報委員会

７ 金

11火
18：00 治験審査委員会
19：00 第２回常任理事会

８ 土
15：00 日医生涯教育協力講座「肺の生活習

慣病：CO PD」

10月

４ 火 （みどりの日）

13木 19：00 産業医部会理事会

５ 水 （こどもの日）

６ 木

９ 日

５ 月

宮 崎 県 医 師 会 行 事 予 定 表
平成22年４月１日現在

※都合により，変更になることがあります。

社

保

審

査

国

保

審

査
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医 学 会 ・ 講 演 会
日本医師会生涯教育講座認定学会

注：数字は日本医師会生涯教育制度認定単位・カリキュラムコード（CC）。当日，参加証を交付。
がん検診＝各種がん検診登録・指定・更新による研修会 太字＝医師会主催・共催
アンダーラインの部分は，変更になったところです。

名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

第58回宮崎市郡医

師会心臓病研究会

（２単位）

（CC：１.11.54.74）

４月２日�

19‥00～21‥00

宮崎市郡医師会病院

ポストJSH2009時代の冠動脈疾患合併高血

圧治療

久留米大学医学部内科学

心臓・血管内科准教授 甲斐 久史

◇共催
※宮崎市郡医師会病院
�0985-24-9119
バイエル薬品㈱

第８回宮崎皮膚疾

患研究会

（１単位）

（CC：２.26）

４月３日f

18‥15～19‥30

宮崎観光ホテル

水疱症のバリエーション（仮）

滋賀医科大学皮膚科学教授

田中 俊宏

◇共催
日本皮膚科学会宮崎
地方会
宮崎県皮膚科医会
※協和発酵キリン㈱
�0985-22-8801

宮崎市郡内科医会

学術講演会

（１単位）

（CC：13.76）

４月８日�

19‥00～20‥00

宮崎観光ホテル

糖尿病の血糖コントロール－最近の治療

戦略と地域医療－

富山大学医学薬学研究部（医学）

特別研究教授 小林 正

◇共催
※宮崎市郡内科医会
�0985-53-3434
サノフィ・アベン
ティス㈱

延岡医学会学術講

演会

（１単位）

（CC：78.82）

４月９日�

19‥00～20‥30

ホテルメリージュ

延岡

脳梗塞治療：最近のトピックス

熊本大学神経内科学講師

平野 照之

◇共催
延岡医学会
※サノフィ・アベン
ティス㈱
�080-5098-5716
◇後援
延岡内科医会

第11回認知症かか

りつけ医・サポー

ト医研修会

（１単位）

（CC：29）

４月10日f

14‥00～17‥00

JA-A ZM ホール

認知症の診断と治療

宮崎大学医学部精神医学助教

林 要人

◇共催
宮崎県認知症症例検討会
※エーザイ㈱
�0985-26-2676
ファイザー㈱
◇後援
宮崎県医師会
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

腎臓内科・耳鼻咽

喉科合同講演会

（２単位）

（CC：10.64.73.84）

４月15日�

18‥45～21‥00

ホテルJA Lシティ

宮崎

500円

上気道と腎の接点を診る－IgA腎症とウェ

ゲナー肉芽腫症－

旭川医科大学耳鼻咽喉科・

頭頸部外科学教授 原渕 保明

◇共催
日耳鼻宮崎県地方部会
宮崎県透析医会
※ファイザー㈱
�0985-23-9103

第48回江南医療連

携の会・症例検討

会

（1.5単位）

（CC：44.53.63）

４月15日�

19‥00～20‥30

社会保険宮崎江南

病院

100円

ICD（埋め込み型除細動器）埋め込み術によ

り救命し得た致死性不整脈の一症例

宮崎江南病院内科医員 渡邊 裕貴

腓骨神経内ガングリオンの治療経験

同病院整形外科医長 村上 弘

2009年後期，胃手術症例について

同病院外科医長 �田 博隆

◇共催
※江南医療連携の会
（社会保険宮崎江南病院）
�0985-51-7575

宮崎G Iフォーラム

（２単位）

（CC：50.51.53.54）

４月16日�

18‥45～20‥45

宮崎観光ホテル

500円

IBD最近の話題

福岡大学筑紫病院教授 松井 敏幸

◇共催
宮崎 G Iフォーラム
※ゼリア新薬工業㈱
�092-411-1241
宮崎県内科医会

第１回ひむかスポー

ツ医学セミナー

（3.5単位）

（CC：８.10.11.

15.57.61.84）

４月17日f

14‥00～17‥30

宮崎観光ホテル

1,000円（受講料）

1,000円（参加費）

事前登録必要

成長期の身体特性とスポーツ傷害

－今回の経緯を含め－ 他

宮崎大学医学部整形外科教授

帖佐 悦男 他

◇共催
ひむかスポーツ医学
セミナー
第一三共㈱
（連絡先）
宮崎大学医学部整形
外科学教室
�0985-85-0986

Fighting V ascu-

lar Events in

M iyazaki

（２単位）

（CC：11.73.76.78）

４月23日�

19‥00～21‥00

ホテルJA Lシティ

宮崎

脳卒中治療における最新のトピックス

－ガイドラインを踏まえて－

国立循環器病センター名誉総長

山口 武典

◇共催
宮崎県内科医会
※大塚製薬㈱
�0985-24-2287
◇後援
宮崎県医師会
日本脳卒中協会宮崎支部
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

第２回宮崎グラン

ドケースカンファ

レンス

（３単位）

（CC：２.15.28）

５月７日�

18‥45～21‥00

宮崎観光ホテル

感染症診療の原則

感染症コンサルタント 青木 眞

◇主催
宮崎臨床研修研究会
◇共催
アステラス製薬㈱
（連絡先）
宮崎大学附属病院
�090-4067-3306
（第三内科 清山知憲）

皮膚科医会学術講

演会

（１単位）

（CC：15.26）

５月13日�

18‥45～20‥00

宮崎観光ホテル

自己免疫性水疱症の治療

－主に天疱瘡と類天疱瘡について－

久留米大学医学部皮膚科学教授

橋本 隆

◇共催
宮崎県皮膚科医会
※武田薬品工業㈱
�0985-24-6763
日本製薬㈱

第32回宮崎大腸肛

門疾患研究会

（1.5単位）

（CC：２.54）

がん検診（大腸）

５月21日�

19‥00～20‥30

県医師会館

1,000円

（会員・コメディカル

は無料）

炎症性腸疾患に対する最近の知見

宮崎大学医学部消化器血液学助教

山本 章二朗

◇主催
宮崎大腸肛門疾患研究会
◇共催
武田薬品工業㈱
天藤製薬㈱
（連絡先）
クリニックうしたに
�0985-52-8080
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せん妄について

県立宮崎病院精神医療センター 河
かわ

野
の

次
じ

郎
ろう

総合病院精神科で他科から診察を依頼される

ケースで最も多いのはせん妄です。患者は夜も

眠らず徘徊したり，大声を出したり，ナースコー

ルを頻回に鳴らしたりして，手のかかる状態に

なります。多くは高齢者の患者です。主治医は

病棟看護師からの苦情をきっかけに，精神科へ

コンサルトされることが多いと思われます。

せん妄の治療は，すんなりうまくいくことも

ありますが，非常に難しいこともあります。最

近は，主治医が何らかの薬物治療の工夫をして，

それでも良くならないものが相談されるためか，

そう簡単にはいかないことがよくあります。外

科や内科の先生方は術後せん妄や ICU 症候群，

高熱によるせん妄といった状態の治療を多く経

験されていますから，精神科医よりも経験が豊

富なところがあると思います。しかしながら，

せん妄について相談を受けることが多いのは事

実です。それだけ，対応が難しい部分があるの

だと思います。実際に，治療しようと思うと，

なかなか思うようにはいかないことも多く，毎

回試行錯誤しています。

さて，相談を受けたとき，期待されているこ

とは端的に「薬で何とかならないか」ということ

だろうと思います。あるいは，精神科病棟で治

療して欲しいと。後者は病棟看護師の熱い視線

で感じることがあります。とぼけていると，直

接的にそのように言われたりします。

せん妄かどうかは，多くの場合，日時の見当

識が正しいか，幻視が存在するか，夕方から夜

間にかけて増悪するか，日内変動があるかとい

う点で判断できます。しかしながら，日時を正

しく認識している場合もあるので油断はできま

せん。看護師たちに聞くと，幻視の有無や症状

の増悪する時間帯や日内変動の有無は大抵分か

ります。

せん妄ならば，その原因を考えます。ここで

は，疑うことから始めます。つまり，身体疾患

と薬の副作用とを最初に考えます。身体疾患と

しては，慢性硬膜下血腫や腫瘍の脳転移，脱水

と電解質異常（高 Ca，低 N a），感染症（肺炎と尿

路感染症），低酸素，貧血，高アンモニア，腎機

能障害などを考えます。ここでは身体科の主治

医の見立てさえも，僭越ながら疑ってかかりま

す。薬の副作用としては，レンドルミン D やハ

ルシオン，デパスなどのベンゾジアゼピン系睡

眠導入薬，抗不安薬をチェックします。ベンゾ

ジアゼピン系薬は，本来の目的とは逆説的にせ

ん妄を起こすことがあるのですが，普通はそん

なことはないので，大体それが原因であると気

づくのに時間がかかります。抗コリン作用の強

い薬や，時にはＨ２ブロッカーもせん妄を引き

起こすことがあります。抗がん剤の使用やがん

性疼痛の治療としてオピオイドを使用している

場合は，その影響である可能性は，普通は主治

医も考えています。そういえば，低血糖とアル

コール離脱せん妄を忘れるところでした。こう

して途中で思い当たることもよくあります。

さて，何らかの身体因ないし薬の副作用の疑

診療メモ
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いがあれば，その対策について主治医と相談す

ることにしますが，身体因の解決に多少とも時

間がかかるのが普通であり，薬剤が疑われても

中止し難い事情があることもあり，頭を悩ませ

ます。

薬物治療で最もよく使うのは第２世代抗精神

病薬のクエチアピン（セロクエル）です。睡眠導

入薬に代わる鎮静効果が期待できて，抗精神病

薬に時々みられる錐体外路症状を引き起こしに

くい点や，蓄積しにくい点が，高齢者に向いて

いるためです。25m gから100m gくらいを，夕

方のせん妄が増悪する時間の少し前に飲んでも

らうよう指示します。ところが，それを内服す

ると，眠ってしまって夕食が食べられないと苦

情を言われたりします。その時は夕食後に与薬

します。頓用として使用してもらえばいいので

すが，不十分であればしばらく継続します。し

かしながら，長期連用は避けたいところです。

原因が解決すれば不要になるのが普通です。な

お，クエチアピンは糖尿病があると使えないの

でご注意を。

でも，そんなに簡単に話が終わることは，む

しろ少ない方です。クエチアピンが無効であれ

ば，薬を変更します。代表的な第２世代抗精神

病薬ではリスペリドン（リスパダール）0.5m gか

ら２ m g程度，第１世代抗精神病薬ではハロペリ

ドール（セレネース）0.75m gから３ m g程度が候

補として考えられます。

せん妄による興奮が激しいと，最初からハロ

ペリドールの注射液（１ A =５ m g）の0.5A から

１ A を生理食塩水50～100に混ぜて点滴するこ

ともあります。それでも効かないときは，これ

を繰り返し点滴するのが原則ですが，そうする

と，過鎮静を来したりして，かえって手がかか

ることも経験します。アカシジア（静座不能）や

パーキンソン症候群といった副作用にも注意を

要します。せん妄に対しての抗精神病薬の使用

の方針は，少量頻回投与がよいようです。でも，

そんなことをしていると，一睡もしないまま朝

になってしまうこともあったりするので，悩む

ことも多いのが現状です。

さて，これらの抗精神病薬は，本来統合失調

症が適応症なので，「統合失調症様状態」の診断

名を使用しています。さらに，認知症高齢者の

せん妄を含む行動異常への使用で死亡率が上が

ると，FD A（米国食品医薬品局）が使いすぎに警

鐘を鳴らした経緯があるので，使用する際には

家族に「せん妄の治療薬として認められた薬では

ないが，有効性は知られていること」，「突然死

の危険性が若干上がること」を説明してから使用

するように心がけています。病棟の看護師や家

族に対しては，せん妄についての資料をコピー

して渡し，薬物治療以外にできる工夫や対応の

仕方についてもできるだけ説明したいところで

すが，十分にできているとは言えないのが現状

です。家族や看護師向けの資料としては日本緩

和医療学会の PEA CE PRO JECT のホームペー

ジ（http://w w w.jspm -peace.jp/pdfdow nload.

php）にある「意識が混乱したとき」というタイト

ルの資料がとてもよく出来ています。

せん妄については，多くの臨床医が遭遇して

いるはずで，それぞれに試行錯誤しながら治療

されていることと思います。先生方のご健闘と

患者さんたちの幸せを祈りつつ，精神科医の言

い訳を書かせていただきました。
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おしえて�ドクター 健康耳寄り相談室

M RT ラジオで毎週土曜日午前11時25分～11時35分に放送していましたが，平成22年
３月27日f放送分をもって終了いたしました。今までご出演いただいた先生方に心か
らお礼申し上げます。番組へのご協力誠にありがとうございました。
なお，放送内容は最終回分まで引き続き日州医事に掲載いたします。

おしりの話

（平成22年１月16日放送）

外科医会 巴 寛

ピルについて

（平成22年１月23日放送）

産婦人科医会 谷 口 二 郎

おしりの病気の中で，特に痔疾患は，非常に

罹患している方が多い病気で，場所が場所だけ

に，症状が出てもなかなか人には相談しにくく，

病院に行くにも決心が必要で，悪化して外来に

来られる方が多いようです。肛門科や外科を訪

れる患者様の原因の第一位は内痔核，次が痔瘻，

第三位は切れ痔です。内痔核の病態は，腹圧が

肛門に持続的にかかり肛門がうっ血することに

あります。一番多い原因は，便秘です。便秘以

外でも，仕事内容，妊娠によっても痔疾患には

なります。症状は，肛門痛・肛門出血・肛門周

囲の違和感・かゆみなどです。多い疾患だけに

患者様も安易に考えられ，市販薬を使われる方

が多いようですが，治療する方も，うっかりと

いうことがあります。重要なことは，痔疾患以

外にクローン病や大腸癌などの病気が隠れてい

ないかを確認することです。

経口避妊薬の低用量ピルが日本で発売された

のは10年前。21日間飲むタイプと28日のタイプ

がある。ピルは女性が避妊の決定権を持つとい

う，画期的な避妊法である。ピルの処方をして

もらうには必ず産婦人科を受診しなくてはなら

ない。料金は１か月2,500～3,000円くらいで

ある。

最近では緊急避妊法というものがある。これ

は中用量ピルを，避妊がうまくいかなかった時

から72時間以内に１回，その後12時間後にもう

１度服用する。100％これで避妊出来る訳ではな

いが，７～８割は避妊出来る。避妊しない場合

の４分の１くらいに減らすことが可能なのだ。

但しホルモン量が多いので，吐き気などが強い

のが欠点である。料金は１万円前後。

日本で中絶される胎児は年間30万件くらい。

犬や猫が捕獲され，殺処分される数と同じくら

いの命が葬り去られていることになる。宮崎は

人工妊娠中絶が毎年ワーストワンである。そう

いう不名誉な記録を作らないためにも，ピルの

服用を推進させる必要がある。ちなみにピル服

用を中止すれば，２～３か月後に排卵が起こり

妊娠可能になる。
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漢方と体質改善

（平成22年１月30日放送）

東洋医会 川 越 宏 文

めざましく発展を遂げた要素還元的思想に基

づいた西洋医学により，難治性疾患の診断と治

療は急速に進展したことは事実である。にもか

かわらず，未だに検査で異常を指摘できない様々

な病態が少なからず存在することも否定できな

い。その多くは，肉体的な問題だけでなく，精

神的・社会的背景に加えて，体質的な問題を抱

えているからであろうか。

現代医学における漢方の位置づけは，西洋医

学では捉えにくい病態を持った患者に対する一

つの選択肢ではなかろうか。

具体的には，例えば疲れがとれない，食欲が

ない，一度癌になり再発が心配という心と体の

「虚弱」体質。月経前後トラブル，手足の冷え，

挙児希望の背景にある「冷え」体質。高血圧・糖

尿病・脂質代謝異常の生活習慣病や「メタボリッ

ク」体質，不眠症・イライラ等の神経が高ぶりや

すい「イライラ」体質，アトピー性皮膚炎，喘息，

じんましん，花粉症などの「アレルギー」体質は

漢方治療のよい適応となりえる。

西洋医学的治療で「手詰まり」の症例には，少

し視点をずらして漢方治療を上手に組み合わせ

ることで道が開けることをしばしば経験する。

M RI検査を安心して受けていた
だくために

（平成22年２月６日放送）

放射線科医会 小 玉 隆 男

M RIは強い磁場内で電磁波を用いて検査を行

うため，いくつかの制約がある。周知のように、

心臓ペースメーカーや埋め込み型除細動器（ICD）

装着者は，検査室内への入室も禁止されている。

人工内耳も多くの場合適応外となるが、最近 M RI

検査が可能な人工内耳も保険適応となっている。

体内に磁性体がある場合も検査の適応外となり，

動脈瘤のクリップなどは材質の確認が必要で

ある。

磁性体や精密機器など，M RI室内には持ち込

めないものが多数ある。患者さんが体につけて

いるものとしては，磁気治療器，使い捨てカイ

ロ，ヘアピン，時計などが挙げられる。患者さ

んにあまり知られていないものとして，①使い

捨てカイロ（鉄粉が含まれている），②マスカラ

やアイシャドー等のアイメイク（磁性体を含む成

分を含有していることがある），③カラーコンタ

クトレンズ（酸化鉄などの磁性体が含まれている

ことがあり角膜や眼球への障害の恐れがあると

されている），④入れ墨（色素に金属が含まれて

いる場合がある），などが挙げられる。

また、胎児に対する安全性は確立されていな

いというのが現状であり，妊娠中の M RI検査の

適応は慎重に判断する必要がある。

会員の先生方にも M RIの安全性に関してご理

解いただき，患者さんに適切な説明をしていた

だければ幸いである。
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お知らせ

宮崎県医師会・医師国保組合・
医師協同組合事務局職員配置

４月１日付の人事異動により，下記のような配置になりましたのでお知らせします。

所 属 役 職 名 氏 名

事 務 局 長 大 重 裕 美

事 務 局 次 長 児 玉 欣 也

総 務 課

課 長 竹 崎 栄一郎

課 長 補 佐 小 川 和 恵

主 事 牧 野 諭

経 理 課

課 長 榎 本 愼 司

係 長 野 尻 早 苗

係 長 鳥井元 進 一

主 事 串 間 恵 子

学 術 広 報 課

課 長 杉 田 秀 博

係 長 三 田 幸 子

主 事 喜 入 美 香

主 事 田 � 圭一郎

治験促進センター機構 専 任 輝 波 子

地 域 医 療 課

課 長 小 川 道 隆

課 長 補 佐 久 永 夏 樹

主 査 池 田 浩 子

主 事 � 山 ゆ う

主 事 冨 高 貴 之

介護サービス事業 参 事 島 原 あつ子

医 師 国 保 組 合
課 長 伊 東 英 美

係 長 湯 浅 和 代

医 師 協 同 組 合

事 務 長 甲 斐 富 男

課 長 阿 萬 忠 利

課 長 岩 村 繁 徳

係 長 大 野 正 博

係 長 渡 邊 純 子

主 事 竹 本 伸 代

主 事 力 衛 通 裕

係 長 安 井 順 子

係 長 松 本 優 美

係 長 永 田 彰 子
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日州医事３月号へいただいたご意見・ご感想を紹介します。

�国公立病院だより「えびの市立病院」（森藤秀美院長）を読んで

えびの市立病院の国公立病院だよりに，国公立病院の医師不足，公立病院として存続

することの問題点，市町村合併と公立病院統合の難しさなどが心をこめて書かれていた。

「医師数は二倍に医師の収入は半分に。都会の医者は仕事にあぶれればいい」と持論を述

べられている。医師数や地域枠の医師を増やして医師が地域に定着するまであと10年は

かかるだろう。それまで公立病院がどれほど存続できるであろうか。医療崩壊を食い止

めるために市町村を超えた地域や疾患毎の診療連携体制の整備と病病連携，病診連携体

制，地域医療と医療資源を守る運動が求められていると痛感した。

�会長のページ「厚生労働省の『チーム医療の推進に関する検討会』の報告書を読んで」（稲

倉正孝会長）を読んで

稲倉会長の意見に賛意を表します。会長のスタンスを頼もしく思いました。このよう

な資格の法制化を機会に，あらゆる分野で医師の医療の範囲に踏み込んでくることを危

惧するものです。

ご意見・ご感想，ありがとうございました。

日州医事では，会員の皆さんからのご意見を募集しています。

（宮崎県医師会 FA X 0985-27-6550）

●●● 読者の広場 ●●●
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お知らせ

県医師会から各郡市医師会へ送付しました文書についてご案内いたします。詳細につきまし

ては，会員専用ホームページをご覧いただくか，所属郡市医師会へお問い合わせください。

送付日 文 書 名

３月１日 ・周産期医療の確保について
・平成22年度地域診療情報連携推進事業に係る事業計画書の提出について
・「医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に関する
意見の募集について

・新人看護職員研修体制等の状況について

３月２日 ・マウス脳による製法の日本脳炎ワクチンの予防接種について
・「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」の制定及び「精神衛生法等の一部を
改正する法律による改正後の精神保健法の運用上の留意事項について」の一部改正につ
いて

・精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領の一部改正について
・新型インフルエンザワクチンの接種後副反応報告及び推定接種者数について
・「平成22年度の介護職員処遇改善交付金に関する取扱いについて」の送付について

３月３日 ・「使用上の注意」の改訂について
・耳朶穿刺時等の微量採血のための穿刺器具の取扱いについて及び微量採血のための穿
刺器具に係る添付文書の自主点検等について

・共済組合員証再交付について
・無許可での臓器あっせん業が疑われる事例について

３月４日 ・麻しんの第２期・第３期・第４期のワクチン接種率及び更なる接種勧奨について

３月５日 ・医療広告ガイドラインに関するＱ＆Ａ（事例集）の追加について
・「病原微生物検出情報」，「病原微生物検出情報（普及版）」の送付について

３月８日 ・平成21年度「自殺対策強化月間」における協力について
・受動喫煙防止対策について
・「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル（三訂版）」の
周知について

３月11日 ・景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策について
・被爆者健康手帳の無効について
・ジスチグミン臭化物製剤（内服薬）の使用にあたっての留意事項について
・医療機器の保険適用について
・「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
・「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法における肺
炎球菌ワクチンの取り扱いについて」の一部改正について
・医療機器の保険適用について
・材料価格基準の一部改正等について
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送付日 文 書 名

３月12日 ・定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正の周知に
ついて

・平成22年度診療報酬改定『Ｑ＆Ａ』（その１）の差し替えのお願い

３月18日 ・ジスチグミン臭化物製剤（内服薬）の使用にあたっての留意事項について
・医療従事者の資格確認に係る周知徹底について

３月15日 ・新型インフルエンザワクチンの接種後副反応報告及び推定接種者数について
・新人看護職員研修の推進について
・市町村合併に伴う結核患者の届出および結核医療費公費負担申請の変更について
・「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料の送付について
・サリドマイドの個人輸入を行う医師等に対する安全管理及び適正使用の徹底について

３月16日 ・PRTR 制度の一部改正について

３月17日 ・「宮崎県医師会勤務医住宅ローン」のご融資利率改定について

３月25日 ・「医師の団結を目指す委員会」答申の送付について

３月24日 ・平成22年度日本医師会認定産業医制度実施に伴う各種申請の受付期間等について
・医薬品・医療機器等安全性情報第267号の速報について

１
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２ ３ ４ ５ ６

ａ，ｄ，ｅ ｂ，ｄ ｃ ａ，ｂ ｂ，ｃ

７ ８

ｄ ｅ
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ｄ

９
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あなたできますか？（解答）
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三里塚の春は大きいよ。高村光太郎がうたった御料
牧場の地に，国際空港建設の話が降って湧き，激しい
反対運動の中で成田が開港して30年余り。現在，羽田
に新しい滑走路が出来つつあり，これを受け昨年秋，
国土交通相が発表した羽田のハブ化構想に，千葉県知
事が猛反発したのは記憶に新しいところです。三里塚
闘争の頃，学生だった私には森田知事に共感する部分
があります。世界最大の原子力発電所である柏崎刈羽

原発は，中越地震で長い間運転を停止したように新潟県に存在しますが，東京電力が所有しており首都圏
に電力を供給しています。東京湾を埋め立てて原発を作ればいいと思うのですが。地方の市町村が乏しい
財政を遣繰りし，やっとの思いで乳幼児の医療費を無料化している一方，潤沢な税収を背景に首都圏の保
育料は全国一安い水準にあり，医療費は中学生まで無料の所も珍しくありません。地方に住む者の僻みに
過ぎないのでしょうけれど，釈然としない気持ちを抱き続けています。医師になりたての頃，先輩から「50
歳まで当直を頑張りなさい。その後は御役御免になるから」と聞きました。が，勤務医の年齢階層が恒常性
を保っていた時代は過ぎ，50歳はゆうに越えましたが，まだ月に４，５回当直しています。一方，都会の
友人から近頃は医師のフリーターが増えていると聞きました。常勤の職場を持たず，当直のアルバイトで
生計を立てつつ，趣味など自分の好きなことに時間を使うのだそうです。医師の勤務形態は，随分様変わ
りしたのですね。それに伴い過去にはなかったような問題が発生し増加しつつあります。このようなこと
も含め，医療を取り巻く環境は厳しさを増すばかり。私たちは普通に診療したいだけなのに，それすら難
しくなりつつあるような気がしています。旧秩序の崩壊と新秩序の形成，今はその過渡期と思いたいです。
広報委員としての仕事の最後は，取り留めのない呟きになりました。６年間，ありがとうございました。

（荒木康）
� � � � �

診療報酬が４月から改定されます。医師会として
は，診療所の再診料減額が大きな問題になっていま
すが，産科・小児科・救急系ばかりでなく，外科系
（特に手術）の大幅な点数増加が盛り込まれており，
私の勤務する病院は外科系で救急も取り扱うので，
ある程度の増収になりそうです。ただ，これが病院
勤務医の処遇改善に向かうかどうかは，まだまだ不
明ですね。新しい社会を期待されて成立した新内閣，
こども手当を含んだ予算は成立したものの，財源，
郵政改革，普天間基地問題と大揺れ（ブレ）…まさに
これからが正念場で真価が問われますね。 （和田）

� � �
私ごとですが，宮崎大学を卒業し，医師国家試験
にも無事合格致しました。そして，２年間にわたり
関わらせていただいた広報委員会も，臨床研修に専
念するため卒業します。委員長である荒木先生を始
め各委員の皆様，宮崎県医師会職員の皆様，本当に
ありがとうございました。これから，宮崎県で医師
として働いていくので，日州医事の読者の皆様とも，
どこかでお会いすることがあるかと思いますが，ど
うぞよろしくお願い致します。 （眞川）

� � �
４月は別れと出会いが交錯する月です。「人生は出
会いである。別れも又，人生である」大昔のことです
が，大学に入った春，通うようになった道筋にある
お寺の門に掲げてあった文言が，青年の心に鳴り響
いたのを，今でも覚えています。今年の春，我家に
も新しい出会いがありました。長男が彼女を連れて
きたのです。なかなか感じの良いお嬢さんでした。
一方，“幸いにも”私の家内とは「別れ」を経験せずに
済んでいます。私なりに時間を作り，時々二人でビ
デオ鑑賞をしてサービスに努めています。先日より，
「フーテンの寅さん」全48作の，２クール目に入りま
した。 （川野）

� � �
先日ピラティスを体験しました。このピラティス，
日本では４～５年ほど前から普及したようですが，
元々は第一次大戦で負傷した兵士のリハビリのため
に考案されたエクササイズ。大腰筋，腸骨筋，骨盤
底筋などのコアマッスルを安定させ姿勢の悪さや疲

れやすさ，肩こりなどを解消するとのこと。ヨガや
太極拳などのエッセンスを取り入れたもので，動き
は極めてゆっくり。ところがやってみると，徐々に
インナーマッスルがプルプルと悲鳴を上げ，終盤は
ゼーゼー。それにしても平日昼間のスポーツジムの
おば様方の熱気には圧倒されました。 （坪井）

� � �
入学式，送別会など行事がたてこみます。今年は

診療報酬改定もありさらに忙しい春になりました。
本誌の荒木委員長と数名の同士も今回卒業されます。
名残惜しい気持ちを味わう間も無く毎日があわただ
しく過ぎていきます。私も広報委員２期目となりま
した。医師会のことなども委員に加えていただいた
ことでいろいろ教えていただき，少しずつですが理
解できるようになりました。また新たな気持ちで取
組んでいきたいと思います。 （田坂）

� � �
宮崎大学医学部の今年度の地域枠推薦での合格者

数はたったの２名。毎年10名程度の枠を設けている
ことを考えると，その合格者の少なさに驚かれた方
も多いと思います。宮崎県の医師確保の手段として，
地域枠推薦，医師への待遇の向上，研修の充実等様々
あると思いますが，医学部入学者数を増やすことに
繋がる，県の教育レベルの向上もまた重要な手段だ
と思います。私も地域枠推薦での入学者ですが…医
師確保の先行きに，少しだけ不安を覚えた一件で
した。 （川崎）

� � �
診療報酬改定が行われた。「崖っぷちの医療，必ず
救う！」と謳って政権交代が実現したが，ふたを開け
てみるとプラス改定と言いながら診療所の再診料が
下がり実質0.03% のプラス。本来は全面的な底上げ
が必要である。下げた理由が財源論。旧政権と同じ
だ。予算の優先度の問題である。地域医療貢献加算
という適当な名称で補填しようとすれば，厚労省は
早速「24時間365日対応を明確にしておく」と強調し規
制にまわる。準夜帯だけの対応で構わないとＱ＆Ａ
が出たが，財務省に押し切られ政治主導も何もあっ
たものではない。特別会計の一般化も夢のまた夢と
消えそうである。 （済陽）
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◯今 ◯月 ◯の ◯ト ◯ピ ◯ッ ◯ク ◯ス

各郡市医師会役員名簿

定例の改選で，この４月から２年間役員の重責を担われる先生方の顔ぶれが決まり

ました。 12ページ

宮崎県医師会創立121周年記念医学会

一世紀を越える県医師会の歴史に，新たな１ページが加わりました。新しく制定さ

れたシンボルマークも，お知らせのコーナーで紹介しています。 21ページ

九州医師会連合会平成21年度第２回各種協議会

レセプトオンライン化や介護保険主治医意見書などに関わる問題について，九州各

県の現状や課題が協議されました。 26ページ
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